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難病対策について

平成 23年度予算 (案)においては、

①難治性疾患の原因解明や治療法の確立に向けた難治性疾患克服研究事業、

②難病患者の医療費負担を軽減する特定疾患治療研究事業、

③難病相談 。支援センター事業等による地域における難病患者の生活支援

など、難病対策を総合的に推進・充実することとしてお り、難病対策関係予算として

総額約 2, 095億 円を計上しているところである。

)難治性疾患克服研究事業について

難病に関する研究については、難治性疾患克服研究事業で80億円、元気な日本復

活特別枠の 「健康長寿社会実現のためのライフ・イノベーションプロジェク トの推進

(難病、がん、肝炎等の疾患の克服 (う ち難病関連分野)」 で 20億円、計 100億
円を平成 23年度予算 (案)に計上 したところである。

引き続き、難治性疾患克服研究事業において、臨床調査研究分野・研究奨励分野

(こ れまで十分に研究が行われていない疾患についての診断法の確立や実態把握のた

めの研究)を 中心とした研究に取組むとともに、 「健康長寿社会実現のためのライフ

・イノベーションプロジェク トの推進 (難病、がん、肝炎等の疾患の克服 (う ち難病

関連分野)」 において、次世代遺伝子解析装置を用いて、患者の全遺伝子を解析 し、

疾患の早期解明及び新たな治療法 。開発を加速度的に推進することとしている。

なお、HTLV-1が 発症に関係する難治性疾患のHAMに ついては、昨年末に官

邸チームでとりまとめられた 「HTLV-1総 合対策」に基づき、研究をよリー層推

進する予定である。

(2)特定疾患治療研究事業について

ア 平成 23年度における特定疾患治療研究事業については、引き続 き56疾患を

当該事業の対象疾患とすることとし、厳 しい財政状況の中、対前年度比 5億円増

の約 280億 円を計上 したところであ り、引き続き本事業の実施について、御理

解・御協力をお願いする。

イ 事業の実施に当たっては、公費負担医療の効果的な実施を図る観点からも、対

象医療の適正化を含め、 「連名簿等を活用 した事業評価への取組みについて」

(平成 16年 3月 19日 付け健疾発第 0319001号 通知)に基づき、積極的

な取組に努めるようお願いしているところであるが、公衆衛生関係行政事務指導

監査における実施状況をみると、事業評価が十分に実施されていない地方公共団

体が散見 されているところである。

この取組は、公費負担医療の適正な執行を図る観点からも重要であるので、引

き続き適正な実施に努められるようお願いする。

また、本事業評価の結果については、必要に応 じて社会保険診療報酬支払基金
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又は国民健康保険組合連合会、各保険者及び保険医療機関等に対 して積極的に情

報提供することにより、公費負担医療の適正化が図られるようあわせてお願いす

る。

ウ 医療受給者証の有効期間の始期については、交付申請書の受理 日からとしてい

るところであるが、申請者の中には対象 となることを知 らずに申請が遅れた事例

等が発生 していることから、各都道府県においては、郵送等による申請受付など

窓口での申請受付体制の整備を推進するとともに、医療機関等を通 じて本事業の

手続きを含め十分な周知に引き続き努められたい。

工 対象者の認定に当たつては、審査が円滑に行われるよう患者数を勘案 した都道

府県特定疾患対策協議会の実施体制を確保するとともに、引き続き難病患者認定

適正化事業 (国庫補助事業)を活用 した体制の整備を図られたい。

(3)難病特別対策推進事業について

本事業については、難病患者に対 し、総合的な相談 。支援や地域における受入病

院の確保 を図るとともに、在宅療養上の適切な支援を行 うことにより、安定 した療

養生活の確保 と難病患者及びその家族の生活の質の向上に資することを目的として

いるものであり、平成 23年度予算 (案)と しては、約 7億円を計上 している。

各都道府県においては、平素よりご努力頂いているところであるが、引き続き円

滑な事業の実施及びその充実に向けて積極的に推進 されるよう、重ねてお願いする。

ア 難病相談 。支援センター事業

難病相談 。支援センター事業については、難病患者等の療養上、 日常生活上

での悩みや不安等の解消を図るとともに、様々なニーズに対応 したきめ細やか

な相談や支援を通 じて、地域における難病患者等支援対策を一層推進するため、

平成 15年度から事業を実施 しているところである。

平成 19年度末には全都道府県において難病相談 。支援センターが設置され

たところであり、今後は内容の充実を図りつつ、引き続き難病患者への支援に

ついてお願いする。

とりわけ、難病患者の就労支援については、患者の関心も高 く、自立支援の

ためにも大変重要であることから、引き続き難病患者就労支援事業として、難

病患者就労支援協議会の開催経費や難病患者に対する就労支援計画の策定など、

難病患者の就労に向けた環境整備等を支援することとしてお り、本事業の積極

的な活用や取 り組みについて、重ねてお願いする。

なお、本事業の実施に当たっては、公共職業安定所等の各種公共関係機関や

患者会等 とも十分に連携を図ることにより、地域の実情に応 じた内容 となるよ

う御配慮をお願いする。
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イ 重症難病患者入院施設確保事業

本事業については、重症難病患者の適時・適切な入院受入れを行 うため、都

道府県ごとに拠点・協力病院による難病医療体制 (拠点病院 :都道府県ごとに

1か所、協力病院 :概ね二次医療圏ごとに 1か所を整備)を確保することとし

ている。

拠点病院及び協力病院の整備について、未だ拠点病院等を整備 していない地

方公共団体にあつては、地域の実情に応 じた体制づ くりに積極的に取 り組まれ

るよう特段の御配慮をお願いする。

なお、重症難病患者拠点・協力病院の受入体制の整備に資するため、人工呼

吸器及び患者監視 (モ ニタリング)装置の整備費について、保健衛生施設等設

備整備費補助金の国庫補助対象設備 としているので、積極的な活用をお願いす

る。

また、平成 22年度に開始 した、在宅療養中の重症難病患者であって、介護

者の事情により在宅で介護等を受けることが困難になった場合に一時的に入院

することが可能な病床を、各都道府県の難病拠点病院に確保するための事業に

ついて、引き続き積極的な活用をお願いする。

ウ 難病患者地域支援対策推進事業

本事業については、難病患者が安心 して在宅療養ができるようにするとども

に、生活の質 (QOL)の 向上を図るため、①患者ごとの在宅療養支援計画の

策定・評価事業、②医療相談事業、③医療相談事業に参加できない難病患者等

への訪問相談事業、④訪問指導 (診療)事業を推進 しているところであり、各

都道府県 。保健所設置市・特別区にあつては、保健所を中心に、地域の医療機

関、市町村福祉部署等の関係機関と十分な連携を図 り、地域の実情に応 じた積

極的な取組がなされるよう、特段の御配慮をお願いする。

工 神経難病患者在宅医療支援事業

本事業は、診断の困難な神経難病の早期確定診断を行 うとともに、当該神経

難病患者等の療養上の不安を解消 し、安定した療養生活を確保するため、一般

診療医の要請により都道府県等に配置 した専門医による在宅医療支援チームの

派遣体制を確保することを主な目的 として事業を推進 しているところであり、

引き続き体制の確保に向けた取組をお願いする。

オ 難病患者認定適正化事業

本事業については、特定疾患治療研究事業の対象患者の認定業務の効率化を

図るとともに、難病患者動向等を全国規模で把握することを目的 として実施 し

てお り、これまでも、的確な調査票の電算処理 (入力及び厚生労働省への登

録)をお願い してきたところであるが、厚生労働省への登録件数が未だに低い

状況にある。

厚生労働省に登録されるデータは、難治性疾患克服研究における貴重なデー
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夕として活用されるという趣 旨を御理解いただき、的確な調査票の電算処理に

努めていただくよう重ねてお願いする。

なお、厚生労働省に送付 していただいたデータの中に、認定基準に該当しな

い患者が認定されている事例が見受けられることから、再度、臨床調査個人票

について確認 していただくとともに、当研究事業の趣旨に鑑み、認定基準の遵

守について、再度、周知徹底を図つていただきたい。

力 難病患者等居宅生活支援事業

本事業については、地域における難病患者等の日常生活を支援することによ

り、難病患者等の自立と社会参加を促進することを目的として実施 しているが、

未だ本事業を実施 していない市町村 もあることから、各都道府県においては、

保健所等を通 じて管内の市町村に対 し、事業についての周知、地域の実情に応

じた本事業の実施の促進について、特段の御配慮 と本事業の積極的な活用をお

願いする。

なお、平成 23年度から難病患者等 日常生活用具給付事業の給付品目に 「整

形靴」を追加することとしているので、併せて周知方お願い申し上げる。

(4)難病情報センター事業について

難病情報センターホームページは、順次内容の充実を図つているが、平成 21年
度から、新たに研究奨励分野の疾患概要の掲載を開始 した。本ホームページは、平

成 21年度において、月平均約 115万 件 (4月 ～ 3月 )のアクセスがなされてい

るところであり、難病患者やそのご家族、医療関係者などに御活用いただいている

が、各都道府県にあっては、引き続き管内の保健所等を通 じ本事業の積極的な活用

をお願いするとともに、インターネ ッ トの活用が困難な難病患者への情報提供につ

いても特段の御配慮をお願いする。

(ホ ームページア ドレス http://ww.nanbyou.or.jp/)

(5)特定疾患医療従事者研修事業について

本事業については、地域保健活動に従事する都道府県等の保健師等を対象 とした

研修や難病相談 。支援センターの職員に対する研修を引き続き実施することとして

いる。

この研修には、難病相談・支援センター業務に従事する非常勤職員等も含めて参

加できるので、各都道府県等にあっては、各研修の周知及び職員の参加について特

段の御配慮をお願いする。

なお、平成 23年度から、研修事業の実施主体が財団法人難病医学研究財団から、

国立保健医療科学院に変更されるので、併せて周知をお願いする。

(6)C」 Dサーベイランス体制の強化等について

クロイツフェル ト・ヤコブ病 (CJD)等 に関するサーベイランスについては、

厚生労働科学研究班のCJDサ ーベイランス委員会 (以下 「委員会」とい う。)が、
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特定疾患治療研究事業における臨床調査個人票及び感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律 (平成 10年法律第 114号 。以下 「感染症法」 とい

う。)第 12条第 1項の規定に基づ くC」 Dの届出などに基づく症例の把握により

実施 しているところである。

CJD等 はその病態が特殊であること、迅速な患者発生状況及び臨床情報の把握

が必要であることから、従来より関係通知により委員会等への情報提供の徹底につ

いて依頼 しているところであるが、引き続きご協力をお願いする。

なお、 (2)イ 及び工で記 したとお り、

① 神経難病患者在宅医療支援事業において、 C」 Dの確定診断 (剖検)に要

する経費

② 保健衛生施設等設備整備費において実施 している重症難病患者拠′点・協力

病院設備整備事業において、CJD確 定診断 (剖検)支援の一環 として、

電気メス及び電気鋸を整備する経費

を国庫補助対象としてお り、これ らの制度を活用 しつつ、可能な限りC」 Dの確定

診断 (剖検)に努めるとともに、CJDサ ーベイランス体制の強化を図 られたい。

また、CJD対 策における相談体制については、既に送付 しているCJD専 門医

リス トを参考の上、患者及び家族等からの相談に際 しては十分な対応をお願いする。

(7)その他

・在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業の推進

ALS等 の在宅人工呼吸器使用特定疾患患者に対 して、原則 として 1日 につき

4回 目以降の訪問看護について、患者の療養実態の把握等を行 う本治療研究事業

を引き続き推進することとしてお り、各都道府県にあつては、円滑な事業の実施

について、御協力よろしくお願いする。

特定疾患治療研究事業におけるスモンの取扱いについて

① スモン (SMON)は 整腸斉Jキ ノホルムの副作用による薬害で、 「亜急性

脊髄 。視神経 。末梢神経障害」の略である。主症状は視覚、感覚、運動障害

であるが、このほか中枢神経及び末梢神経が侵されることによる様々な症状

が全身に幅広 く併発する疾患であることが認められているところである (下

記の症状欄 を参照)。

② スモン患者に対する医療費については、スモンの患者救済策の観点から、

特定疾患治療研究事業の対象 として、医療費の自己負担分を公費負担 (補助

率 :10/10)と している。

③ 薬害の被害者であるスモン患者であることをご理解の うえ、スモン患者に

対する特定疾患治療研究事業の適用をお願いする。
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症状

神経症状 (下肢の異常知覚、自律神経障害、頑固な腹部症状等)をはじめと

して、循環器系及び泌尿器系の疾病のほか、骨折、 自内障、振戦、高血圧、

慢性疼痛、めまい、不眠、膝関節痛、 腰痛など、歯科疾患を含め、今なお、

全身に様々な症状が幅広 く併発することから、診療 。治療に当たってはスモ

ンによる影響を十分配慮することが必要となっている。

※症状の例示であって、スモンの全ての症状を記載 しているものではない。

災害時における人工透析及び難病患者等への対応について

災害時における人工透析及び難病患者等への対応については、厚生労働省防災

業務計画によることとされているが、近年、大規模な災害が頻発 している状況に

鑑み、災害時における人工透析及び難病患者等への医療の供給体制の確保に必要

な措置が迅速に行えるよう、引き続き対策の徹底に努められたい。

このため、災害発生時には迅速に情報収集を行 うとともに、人工透析及び難病

患者等に被害が生 じた場合や医療供給体制に支障が生 じている等の情報を得た場

合においては、厚生労働省疾病対策課に対 して、速やかに情報提供願いたい。

難治性疾患患者雇用開発助成金への対応について

難病のある人の就労支援施策 として、難病のある人の雇用を促進 し職業生活上

の課題を把握するため、平成 21年度より「難治性疾患患者雇用開発助成金」を

創設 し、難治性疾患克服研究事業のうち臨床調査研究分野における疾患 (130
疾患)の患者等の うち、障害者手帳を所持 していない者を対象に、ハローワーク

の職業紹介により雇い入れる事業主に対 して賃金の一部を助成 しているところで

ある。

本制度の周知について、難病相談 。支援センター等において、厚生労働省ホー

ムページ (http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/pdf/nanbyo_leafle

t02.pdf)に 掲載 している本人向けのリーフレッ ト等を活用 し本事業の周知にご協

力いただくとともに、ハローワーク等と連携するなど、本事業の効果的な実施に

ついてのご協力をお願い したい。

患者サポー ト事業について

平成 23年度から患者・患者家族の療養や生活上の不安、ス トレスを解消を図

るための支援や、患者団体等の活動を支援することを目的としたサポー ト事業に

ついて、国の委託事業として実施することとしている。

(8)今後の難病対策の在 り方について

難病対策については、難治性疾患克服研究事業及び特定疾患治療研究事業において、
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多くの方々から対象疾患の拡大要望がある一方、医療費助成の安定的な財源の確保が

大きな課題であるほか、難病患者の方々の雇用や福祉に関しても様々な課題がある。

このような課題に対応するため、平成 22年 4月 に厚生労働副大臣を座長として、

省内関係各局メンバーからなる「新たな難治性疾患対策の在り方検討チーム」を立ち

上げ、難治性疾患対策について、医療、研究、福祉、就労・雇用支援施策など制度横

断的な検討が必要な事項に関して議論を進めているところである。

(参 考)

平成 22年  4月  第 1回新たな難治性疾患対策の在 り方検討チーム

議事 :①新たな難治性疾患対策の在り方検討チームの設置

について

②今後の難治性疾患対策について

③その他

平成22年 11月  第 2回 新たな難治性疾患対策の在り方検討チーム

議事 :①新たな難治性疾患対策の在り方について

②審議会等における検討の進捗状況について

③その他
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2.エイズ対策について

我が国にお ける平成 21年 のHIV感 染者・エイ ズ患者新規報告の合計 は、

1, 452件 であり、平成 20年より減少 したものの、依然 として、例年、増加傾向

にあり、また、診断時に既にエイズを発症 している新規患者の割合も約 3割 と引き続

き高い状況にある。 さらに、平成 22年第 2四半期のエイズ患者の新規報告数は、四

半期ベースでは過去最高となつたところであり、HIV検 査により早期に感染を発見

し、周囲への感染を予防 し、治療につなげていくことが求められている。
、しかしながら、平成 21年の保健所等におけるHIV抗 体検査件数 。相談件数につ

いては、前年より大幅に減少 したところであり、各自治体においては、利用者の利便

性に配慮 した検査 。相談事業の一層の推進を図るとともに検査受検の広報等に努めら

れたい。

また、エイズ対策に係 る以下の事項について、積極的に取 り組まれるようお願いす

るし

(参考 )

○ 平成21年及び平成22年第 1四 半期から第 3四半期までの新規感染者 。患者報告数
。平成21年 (年確定数 )

HIV l,021件  エイズ 431件 計 1,452件
。平成22年 (速報数 )

第 1四 半期  H I V 227件  エイズ 94件  計  321件

第 2四 半期  H I V 263件  エイズ 129件  計  392件
第 3四 半期  H I V 257件  エイズ lH件  計  368件

合計   H I V 747件  エイズ 334件  計 1,081件

○ 平成 19年から平成21年までの保健所等におけるHIV抗 体検査件数 。相談件数

検査件数  相談件数
。平成19年 153,816件   214,347件
・平成20年  177,156件   230,091件
・平成21年 150,252件   193,271件

(1)「エイズ対策推進協議会」等の設置及び積極的な活用について

都道府県、保健所設置市及び特別区 (以下 「地方公共団体」とい う。)においては、

エイズ対策の推進を図る観点から、地域の実情を踏まえたエイ ズ対策の計画・立案を

行 う「エイズ対策推進協議会」等の設置 。運営をお願い しているところである。

エイズ予防指針では、わが国におけるHIV感 染者・エイズ患者の増加や慢性化な

ど疾患特性の変化に鑑み、基本的に地方公共団体が中心 となって、エイズ対策の実施

にあたることが求められている。 このため、各地方公共団体においては、エイズ対策

が地域の関係団体 との連携・協力により円滑に実施されるよう、引き続きエイズ対策

推進協議会等の積極的な活用をお願いする。
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(2)中核拠点病院の活用について

中核拠点病院の選定については、平成 18年 3月 31日 付け健発第0331001号 「エイズ治

療の中核拠点病院の整備について (通知)」 及び、同日付け健疾発第0331002号 「エイ

ズ治療の中核拠点病院の選定等について (通知)」 により、平成18年度末までに厚生

労働省健康局疾病対策課長あてに協議する旨通知 したところである。

中核拠点病院制度は、各都道府県内における総合的なエイズ医療体制の確保 と診療

の質め向上を図るために、平成18年 3月 に改正されたエイズ予防指針に基づき創設され

たものである。 したがつて、未選定の都道府県においては、速やかに選定協議を行っ

ていただ くよう、格段の配慮をお願いする。

また、単に中核拠点病院の選定にとどまらず、良質かつ適切なHIV医 療を提供す

る観点か ら、中核拠点病院が設置す る連絡協議会や、研修計画の策定等を通 じて、積

極的にその運営に関与されたい。

(3)HIV抗 体検査体制の活用について

HIV抗 体検査については、平成16年 10月 29日 付け健疾発第1029003号 「「保健所に

おけるエイズス トップ作戦関連事業の実施について」の改廃について (HIV抗体検

査に係る迅速な検査方法の導入推進 )」 及び同平成 16年 10月 29日 付け第1029004号

「「エイズ治療拠点病院におけるHIV抗 体検査の実施について」の改廃について

(HIV抗 体検査に係る迅速な検査方法の導入推進 )」 により実施 されているところ

である。利便性の高い検査 。相談体制 (迅速検査、夜間検査及び休 日検査)の実施状

況については、導入 した地方公共団体の数は徐々に増加 しているものの、未実施の地

方公共団体 もみられることから、地域の実状に応 じて早急な対応 をお願いする。

当検査 。相談体制の実施に要する経費については、感染症予防事業費等国庫負担

(補助)金 「特定感染症検査等事業」HIV抗 体検査及びエイズに関する相談事業の

補助対象 となつていることを申し添える。

また、 「利便性の高い場所」 と「時間帯」に配慮 した検査 0相談室の設置や集客数

の多いイベン ト等 と運動 した臨時検査を来年度も引き続き実施 し、検査・相談体制の

充実を図 られたい。

なお、国や地方公共団体が行 う検査 。相談体制の充実を図る取組を強化 し、国民の

HIV/エ イズに対する関心を喚起す るきつかけとなるよう平成 18年度からHIV検

査普及週間を創設 したところである。来年度についても、キャンペーン等を展開して

いく予定であるので、世界エイズデー と併せて積極的に参加 されたい。

(4)先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の実施について

本事業については、平成元年から各都道府県において実施 していただいているとこ

ろであるが、事業の趣旨等を十分御理解の上、引き続き適正かつ円滑な実施に取 り組

んでいただ くようお願いする。

特に、申請等の事務手続においては、迅速・適切な対応をお願いする。
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(5)保健衛生施設等施設整備費補助金及び保健衛生施設等設備整備費補助金におけるメ
ニューの追加について

平成 23年度から、HIV感 染の早期発見及び早期治療につなげるために、保健所

を除いた都道府県、市町村、公的医療機関等が設置するHIV検 査 。相談室の施設整

備や改修、設備整備 を支援 し、検査体制の充実を図ることとしているので、管内の医

療機関等へ周知を図 られたい。

① 保健衛生施設等施設整備費

ア.エイズ治療個室等の施設 (補助先の追加 )

(ア )追加部分

既存の補助先 (都道府県、市町村、公的医療機関及び医療法人等の非営利

法人)に加 え独立行政法人国立病院機構及び国立大学法人を補助先 とした。

(イ )補助対象

エイズ治療拠′点病院における個室整備、剖検室改修、エイズ専用外来診察

室、相談指導室等の整備費

(ウ )補助率  1/2
イ.HIV検 査 。相談室 (新規 )

(ア )事業内容

都道府県、市町村、公的医療機関等が設置するHIV検 査 。相談室の施設

整備や改修を行 う。

(イ )補助対象 HIV検 査室、相談室等の整備改修費

(ウ )補助率  1/2
② 保健衛生施設等設備整備費

ア.エイズ治療個室等の設備 (補助先の追加 )

(ア )追加部分

既存の補助先 (都道府県、市町村、公的医療機関及び医療法人等の非営利

法人)に加 え独立行政法人国立病院機構及び国立大学法人を補助先 とした。

(イ )補助対象

エイズ治療拠点病院における患者モニター装置等、診療を行 うために必要

な機器及び音J検台の整備費並びにHIV診 療支援ネ ッ トワークシステムの構

築に必要な機器の整備費

(ウ )補助率  1/2
イ.HIV検 査・相談室 (新規 )

(ア )事業内容

都道府県、市町村、公的医療機関等が設置するHIV検 査 。相談室の設備

整備を行 う。

(イ )補助対象 HIV検 査・相談室の設備を購入するために必要な備品購入費

(ウ )補助率  1/2

(6)そ の他
「エイズ予防指針」は 5年 ごとに再検討を加え、必要に応 じて変更することとされ
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てお り、現在、感染症部会エイズ・性感染症ワーキンググループ等において検討を行

つているところである。
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3.ハンセン病対策

(1)ハ ンセン病問題の経緯について

厚生労働省においては、平成 8年の 「らい予防法」廃止以降、平成 13年 5月 の国

家賠償請求訴訟熊本地裁判決での敗訴に対 して、同月 23日 に内閣として控訴 しない

ことを決定し、同月 25日 に内閣総理大臣談話を発表 した。

これを踏まえ、ハンセン病問題の早期かつ全面的な解決を図るため、同年 6月 15
日に議員立法 として 「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法

律」 (以 下 「補償法」とい う。)が成立 し、同月 22日 に公布・施行 され、同法等に

基づき補償金等を支給するとともにハンセン病患者・元患者の名誉回復及び福祉増進

を目的とした各種施策を実施 している。

これ らの取組により、ハンセン病患者であった者等が受けた被害の回復については

一定の解決が図られているところであるが、ハンセン病患者であった者等の福祉の増

進、名誉回復等に関 し、未解決の問題が残 されている。 このような状況を踏まえ、こ

れ らの問題の解決の促進に関して、必要な事項を定めた 「ハンセン病問題の解決の促

進に関する法律」 (以下 「促進法」とい う。)が、平成 21年 4月 1日 に施行 された。

これにより促進法の下、①国立ハンセン病療養所等における療養及び生活の保障、②

社会復帰の支援及び社会生活の援助、③名誉回復及び死没者の追悼、④親族に対する

援護等に関する施策が実施 されることとなった。

(2)ハ ンセン病問題の解決の促進に向けた施策の実施について

ア.ハ ンセン病問題対策促進会議について

促進法第 5条において、 「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国と協力 しつ

つ、その地域の実情を踏まえ、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進等を図

るための施策を策定し、及び実施する責務を有する」 とされた。これを踏まえ、平

成 21年度から「ハンセン病問題対策促進会議」を開催 し、国と地方公共団体 との

情報の共有及び連携の強化を図るものとしている。

平成 22年度は、平成 23年 2月 4日 (金 )、 同月 10日 (木 )、 同月 18日 (金 )

に国立ハンセン病資料館において実施するので、各都道府県におかれては、同会議

の趣旨を御理解いただき、御協力をお願いする。

イ.普及啓発に関する取組について

促進法第 18条において、国は、ハンセン病の患者であつた者等の名誉の回復を

図るため、国立のハンセン病資料館の設置、歴史的建造物の保存等ハンセン病及び

ハンセン病対策の歴史に関する普及啓発その他必要な措置を講ずることとされたと

ころである。

厚生労働省においては、ハンセン病に対する偏見・差別を解消 し、ハンセン病患

者・元患者の名誉回復を図るため、国民に対 してハンセン病問題に対する正 しい知
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識の啓発に努めるなど、普及啓発を継続的に実施 していくことが重要 と考えてお り

以下のような取組 を行つている。

各都道府県においても、普及啓発活動への、よリー層の取組みをお願いする。

(ア )国立ハンセン病資料館

国立ハンセン病資料館については、平成 19年 4月 の再オープン以来、①普及啓

発の拠′点、②情報の拠′点、③交流の拠′ほとして位置付け、様々な取組を行っている

ところである。同資料館は、平成 21年度は約 2万 2千人が来館 してお り、よリー

層のハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する普及啓発に向けた、取組を行つ

ている。各都道府県においても、国立ハンセン病資料館について広 く周知のうえ、

同資料館の積極的な活用が図られるよう、特段の御協力をお願いする。

(イ )ハ ンセン病問題に関するシンポジウム

平成 16年度か ら、厚生労働省が主催する「ハンセン病問題に関するシンポジウ

ム」を開催 してお り、平成 22年度は、平成 23年 1月 15日 に青森県青森市で開

催 したところである。来年度以降も引き続き開催する予定であることから、各都道

府県においても、シンポジウム開催の趣旨等をご理解いただき、シンポジウムの周

知等について特段のご協力をお願いする。

(ウ )ら い予防法による被害者の猛誉回復及び追悼の 日

平成 21年度か ら新たに、補償法の施行の 日である 6月 22日 を 「らい予防法に

よる被害者の名誉回復及び追悼の日」とし、厚生労働省主催の追悼、慰霊 と名誉回

復の行事を実施 したところである。平成 23年も 6月 22日 に同様の行事を実施す

る予定であるが、詳細な内容については追って連絡する。

ウ。その他

これ らの施策の実施を含め、ハンセン病問題の解決の促進のためには、ハンセン

病療養所及び各都道府県との連携及び協力・支援等が不可欠であり、引き続き特段

のご協力をお願いする。

特に、①退所者や退所希望者等に対する社会生活支援に関する相談事業の充実、

②退所者に対する公営住宅の斡旋・優先入居、③ハンセン病療養所死没者の納骨、

改葬に対する支援などについては、ご配慮をお願いする。
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4.リ ウマチ・アレルギー対策について

リウマチ、気管支喘息、ア トピー性皮膚炎、花粉症等のリウマチ・アレルギー疾患を

有する患者は、国民の約 30%に のぼると言われてお り、放置できない重要な問題 とな
つていることから、平成 17年 10月 の 「リウマチ対策の方向性等」及び 「アレルギー

疾患対策の方向性等」に基づき、 リウマチ・アレルギー対策を総合的・体系的に推進 し

ているところである。各都道府県等においては、本方向性等を踏まえ、今後のリウマチ
0ア レルギー対策を推進 されるよう取組みをお願いする。

(1)リ ウマチ・アレルギー相談員養成研修会について

本事業については、各都道府県等の保健関係職員 (保健師等 )、 福祉関係職員 (保育
士等)を対象に、リウマチ・アレルギー疾患についての必要な知識を修得させ、地域
における相談体制を整備することを目的として、平成 13年度か ら実施 しているとこ

ろである。また、研修内容については、食物アレルギーや線維筋痛症の講義等をプロ

グラムに含めるなど内容の充実を図るとともに、リウマチの部、アレルギー疾患の部
に研修会を区分 し、何れかの研修のみの参加も認めるなど参加 される方の利便性に工

夫 しているところである。

本研修会は平成 23年度も引き続 き実施する予定であるが、各都道府県等に対 して

もできるだけ早い段階で研修の 日程をお知 らせすることとし、より多くの参加を募る
こととしたい。各都道府県等にあっては、研修会への職員の派遣について、担当部局
への呼びかけ等、特段のご配慮をお願いするとともに、当研修会の成果を活用する等
により、地域の実情に応 じた各種普及啓発事業の積極的な展開をお願いする。

(2)リ ウマチ・アレルギー疾患に関す る正 しい情報の普及について

リウマチ・アレルギー疾患については、病因 。病態が未だ不明で根治療法がない状
況下において、民間療法も含め情報が氾濫 していることから、正 ししν清報の普及を強

化することを目的として、厚生労働省ホームページに 「リウマチ・アレルギー情報」
を開設 し情報提供をおこなっているところである。ホームページには、厚生労働科学
研究の成果 として各種診療ガイ ドラインを随時掲載、更新することとしているので、
積極的な活用をお願いする。

また、平成 19年度からアレルギー相談センターを設置 し、ア レルギー疾患患者及
びその家族等に対 しての相談事業を開始 したところであるので、関係各位に対 しての

ア レルギー相談センターの周知をお願い したい。

(3)リ ウマチ・アレルギー特別対策事業について

本事業は平成 18年度から21年度まで、「喘′自、死ゼロ作戦」 として、喘′急死を減
少 させるため、普及啓発事業や診療ガイ ドラインの普及、疾患の自己管理の徹底等を

推進 してきたところである。平成 22年度からは、本事業の対象 をリウマチ・アレル

ギー系疾患にも拡大 しているところであるので、都道府県においては、今後も引き続
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き、本事業の積極的な活用をお願いする。

(4)花粉症対策について

各都道府県等におかれては相談体制の整備等ご尽力いただいているところであるが、

アレルギー疾患対策の方向性等に基づき、引き続き花粉症対策を適切に講 じられたい。

(5)「 リウマチ対策の方向性等」及び 「アレルギー対策の方向性等」の見直 しについて

リウマチ・アレルギー対策については、平成 17年 10月 の「リウマチ対策の方向

性等」及び 「アレルギー対策の方向性等」に基づき、施策を推進してきたところであ

る。

本方向性等については、策定後 5年程度のリウマチ・アレルギー対策の方向性等を

示しており、平成22年度において、策定後 5年が経過することから、これまでの施

策の評価を行 うとともに、新たな対策の方向性等について検討を進めているところで

ある。

平成23年度には新たな対策の方向性等の発出を予定していることから、各都道府

県等においては、新しい方向性等を踏まえ、今後もリウマチ・アレルギー対策が推進

されるよう取組に御協力をお願いしたい。
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5.腎疾患対策について

我が国における慢性腎不全による透析は年々増加傾向にあり、平成 21年末には約 2

9万人が透析療法を受け、透析を必要 とする患者は年 1万人以上のペースで増え続けて

いる状況にある。また、腎不全による死亡は全疾患の中で 8位になってお り、新規透析

導入患者等腎疾患患者の重症化を早期に防止することが急務である。

このような状況を踏まえ、平成 20年 3月 に腎疾患対策検討会において、今後の腎疾

患対を総合的かつ体系的に推進するため、 「今後の腎疾患対策のあり方について」をと

りまとめ、都道府県等に通知 したところである。各都道府県においては、本報告書を踏

まえ、今後の腎疾患対策を推進 されるよう取組をお願いする。

(1)慢性腎臓病 (CKD)特 別対策事業について

CKDは 、生命や生活の質に重大な影響を与えうる重篤な疾患であるが、適切な対

応を行えば、予防 。治療や進行の遅延が可能な疾患である。 しかし、患者数は極めて

多く、腎機能異常に気付いていない潜在的なCKD患 者の存在も推測 されている。ま

た、すべての患者に腎臓専門医が対応するのは困難であるため、腎臓専門医以外にも

CKD患 者の診療を担 うかか りつけ医をはじめとする医療関係者等の人材育成が必要

である。

このため、都道府県において連絡協議会を設置 し、かか りつけ医、保健師等を対象

とした研修を実施するとともに、患者等一般向けの講演会等を開催することにより、

CKDに 関する正 しい知識の普及啓発等を図る慢性腎臓病 (CKD)特 別対策事業を

平成 21年度から実施 している。本事業については、平成 23年度から実施団体を従

来の都道府県に加え、政令指定都市 と中核市にも拡充することから、各都道府県等に

おいては、今年度 も引き続き本事業の積極的な活用をお願いしたい。

(2)腎疾患に関する正 しい情報の普及について

腎疾患について正 しい知識の普及啓発を図るため、世界腎lleデーと併せて、厚生

労働省 と関係学会等が連携 して慢性腎臓病 (CKD)シ ンポジウムを開催する予定で

ある (平成 23年 3月 10日 (木)東京国際フォーラム)。 各都道府県においても様
々な機会を通 じて、慢性腎臓病 (CKD)や 透析医療に関する正 しい情報の普及啓発

に努めて頂きたい。

(3)災害時における人工透析の提供体制の確保について

厚生労働省防災業務計画において、これまで都道府県において人工透析の提供体制
の確保を図っていただくようお願い してきたところであるが、今後とも、都道府県及

び (社)日 本透析医会が連携 して、大規模な災害発生時にも対処できる人工透析の提

供体制の確保に努めて頂きたい。
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6.慢性疼痛対策について

近年の我が国における健康づ くりの取組においては、人 口構造や疾病構造の変化に

より、慢性疾患への対策の重要性が高まつている。平成 21年 8月 に取 りまとめられ

た 「慢性疾患対策の更なる充実に向けた検討会」検討概要においては、今後取組を推

進すべき課題のひとつとして、これまでの疾患別対策 とは別に、症状に着 日した横断

的な対策 として 「慢性の痛み」に対する取組の必要性が指摘 された。

このような状況を踏まえ、平成 21年 12月 に慢性の痛みに関する検討会を立ち上

げ、慢性の痛みを取 り巻 く課題を整理するとともに、その対策について 「今後の慢性

の痛み対策について (提言)」 を平成 22年 9月 にとりまとめ、都道府県等に通知 し

たところである。各都道府県においては、本報告書を踏まえ、今後の慢性疼痛対策を

推進 されるよう取組をお願いする。

なお、平成 23年度からの新規の厚生労働科学研究事業として、 「慢性の痛み対策

研究事業 (仮称)」 を立ち上げ、平成 23年度予算 (案)に計上したところである。

1曼性の痛みを取 り巻 く課題の克服に向けた、慢性疼痛の現状や痛みの評価法、病態解

明や奨励 される治療法の策定に関する研究等を推進する予定である。

-17-



偽



参考資料 目次

頁

1.平成 23年度疾病対策課予算 (政府案)一覧表 .… ………………………………資-1

2.難病対策

(1)難治性疾患克服研究事業及び特定疾患治療研究事業対象疾患一覧 .… …….資 -6

(2)特定疾患医療受給者証所持者数 .… ……………………………………………… 資~7

(3)難治性疾患患者雇用開発助成金について .… …………………………………… 資-8

(4)新たな難治性疾患対策の在 り方検討チームについて。………………………… 資-10

3.エイズ対策

(1)感染症法に基づ くHIV

(2)エイズ患者・HIV感 染

(3)中核拠点病院を中心とし

(4)中核拠点病院選定状況 ..

感染者 。エイズ患者情報……………………………・

者報告数、検査相談件数の推移 .… …………………

た医療体制の再構築 .… ………………………………

資-11

資-14

資-18

資-19

資-20

資-21

資-22

資-23

資-25

資-26

資-27

資-28

資-29

資-30

資-33

資-34

資-35

4.ハンセン病対策

(1)平成 23‐年度ハンセン病対策別予算 (案)の概要……………………………・

(2)ハンセン病問題の解決の促進に関する法律概要 .… ……………………………

(3)ハ ンセン病療養所入所者数 (平成 22年 5月 1日 現在).… …………………

(4)ハ ンセン病問題に関する最近の動向 .… …………………………………………

(5)ハ ンセン病問題に関するシンポジウムについて.… ……………………………

(6)退所者給与金及び改葬費について ,… ……………………………………………

(7)非入所者給与金について。…………………………………………………………

(8)ハ ンセン病患者・元患者に対する補償等統計資料 .… …………………………

5。 リウマチ・ア レルギー対策

(1)リ ウマチ・アレルギー対策について。……………………………………………

(2)リ ウマチ・アレルギー特別対策事業……………………………………………・

(3)リ ウマチ・ア レルギー相談員養成研修会実施要綱 .… …………………………

(4)リ ウマチ・ア レルギー相談員養成研修会プログラム.… ………………………

(5)ア レルギー相談センターの概要 .… ………………………………………………



6.腎疾患対策

(1)慢性腎臓病 (CKD)対 策について。…………………………………………… 資-36

(2)1曼性腎臓病 (CKD)特 別対策事業 .… ………………………………………… 資-37

(3)慢性腎臓病 (CKD)特 別対策事業実施要綱 .… ……………………………… 資-38

(4)慢性腎臓病 (CKD)シ ンポジウムの開催について.… ……………………… 資-40

7.慢性疼痛対策

(1)慢性疼痛対策について .… ………………………………………………………… 資-42

(2)慢性の痛み対策について .… ……………………………………………………… 資-43



平成23年度 疾病対策課予算 (政府案)一覧表

事 項
度
額

年２２
算

成平
予

牲
ω

２３
額

成
算

平
予

差    引
増 △ 減 額

主 な 内 容

I 難病対策

千円

(210,804,423)

28.193,755

千円

(209,487,892)

28,844,850

千 円

(△ 1,316,531)

651.095

千 円 千 円

く対前年度比 994%〉

〈対前年度比 1023%〉

調査研究の推進

厚生労働科学研究費     ｀

(主な研究事業)

・難治性疾患克服研究

①ッ種載醒幣
めのライフ・

【元気な日本復活特別枠】

・免疫アレルギー疾患等予防・治療研究

医療施設等の整備

・重症難病患者拠点・協力病院設備

(保健衛生施設等設備整備費のメニュー)

肥器二罵11]

(10.000000)― (8,000.000)

⑩叩‖]職淵
事 項 事 項

医療費の自己負担の軽減

(主な事業)

・特定疾患治療研究事業

(191.233.178)

27,236,511

27.204.412

(191,753,560)

28.052.310

28,044.204

(※ 23年度より先天性血液凝固因子障害等
治療研究事業を計上 )

地域における保健医療福祉の充実・連携 750.442

265,468

179,099

167,640

15,516

69,662

33,928

4,132

0

206802

585,738

166,401

153,956

140,945

7"7

52,044

27,142

3.114

20,133

206.802

(主な事業)

・難病相談・支援センター事業

・重症難病患者入院施設確保事業

・難病患者地域支援対策推進事業

・神経難病患者在宅医療支援事業

・難病患者認定適正化事業

・難病情報センター事業

・特定疾患医療従事者研修事業

∈)。患者サポート事業

1500Lの 向上を目指した福祉施策の推進

・難病患者等居宅生活支援事業

l   ①難病患者等ホームヘルプサービス事業

|   ]][]:][::lF「 :1属『し事業

資-1



事 項
度

額

年２２
算

成平

予
犠
０

２３
額

成
算

平
予

差    引
増 △ 減 額

主 な 内 容

Ⅱ エイズ
対策

千 円

(6.904.358)

1,209,044

千 円

(6,043,799)

1,127,206

千 円

(A861.059)

△ 81.838

千 円 千円

〈対前年度比 875%〉

く対前年度比 932%〉

(494.680)― →

原因の究明・発生の予防及びまん延の防止    172,795→

(420.560)

98761

(主な事業)

・エイズ発生動向調査経費

、 ・血液凝固異常症実態調査事業

・HI∨感染者等保健福祉相談事業

3,131 -→        3,071

6,995 -→

131.906 -→

6,997

87.245

③

①

保健所等におけるHIV検査・相談事業   (319,601)→   (319,601)

・HI∨検査・相談室 (メニューの追加 :保健衛生施設等競 整備費)

・HⅣ検査・相談室 (メニューの追加 :保健衛生施設等怖計整備費)

医療の提供

(主な事業)

・HⅣ診療支援ネットワークシステム運営事業

・HⅣ診療医師情報網支援事業

・地方プロック拠点病院整備促進事業

・血友病患者等治療研究事業

研究開発の推進

(主な研究事業)

・エイズ対策研究の推進

・外国人研究者招へい等研究推進事業

・エイズ・結核合併症治療研究事業

国際的な連携

・エイズ国際協力計画推進検討事業

・エイズ国際会議研究者等派遣事業

人権の尊重・普及啓発及び教育・関係機
関との新たな連携

(主 な事業)

∈)・
NGO手への支援事業

・「世界エイズデー」啓発普及事業

・青少年エイズ対策事業

都道府県等によるエイズ対策促進

・エイズ対策促進事業費等補助金

独立行政法人国立国際医療研究センター
運営費交付金

・エイズ医療治験研究費

(712.159)

642,537

60,000

17.666

200,000

339,792

(3,544013)

(1,491,910)

(236.784)

(30,418)

(328,914)

25,751

15,694

10,057

(1,396,092)

127,961

0

30,273

10,607

(240,000)

240,000

240,000

(189,000)

(189,000)

(665.762)

599.614

24.000

13.251

200,000

339,792

(3,016,313)

(1.235,915)

(205,749)

(30,418)

(322,676)

19,513

1lβ 95

7.318

(1,254.488)

234,318

175,145

35,622

9,536

(175,000)

175,000

175,000

,000)

(189,000)
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事 壕
度
額

年２２
算

成平
予

犠
ｍ

２３
額

成
算

平
予

差    引
増 △ 減 額

主 な 内 容

却
０，７。８．２４０＞
５，。９６，７２９

ハンセン

病対策

胡
９，３３５，２５９＞

４．８８５，２２８

刊
３７２．９８‐＞
２‐‐，５０‐

△‐
．
　

△

千 円

く対前年度比 966%〉

〈対前年度比 959%〉

謝罪・名誉回復措置

・ハンセン訴訟和解経費

1,538,977

。国外ハンセン病療養所元入所者への補償経費

・中学生を対象としたバンフレット作成

・国内ハンセン病療養所死没者改葬費

・シンポジウム開催・普及啓発資料作成

・国立ハンセン病資料館運営経費

・歴史的建造物の保存等に関する経費

③重監房再珈こかかる経費
・らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日に関する経費

・再発防止検討調査事業委託費 等

在園保障

・国立ハンセン病療養所の運営経費等

リハビリ体制の強化等

・私立ハンセン病療養所の運営経費等

(35,850,423)

238,912

社会復帰・社会生活支援          3.318,840

・国内ハンセン病療養所退所者給与金

・国内ハンセン病療養所非入所者給与金

・療養所入所者家族に対する生活援護

・社会復帰者支援事業

・社会交流・外来診療費 等

3.292.763
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事 項
度
額

年２２
算

成平
予

鎌
ω

２３
額

成
算

平
予

差    引
増 △ 減 額

主 な 内 容

Ⅳ リウマチ・アレ
ルキ

・―対策

V腎 疾患
対策

Ⅵ 慢性疼
痛対策

千 円

(1.028,820)

28.434

°
WI

¬

千円

(710,666)

20,778

:Ⅷ
I

０
　
０

千円

(△ 318.154〕

△ 7.656

(IITI

。
1観 |

千 円 千 円

く対前年度比 691%〉

〈対前年度比 731%〉

1 リウマチ・アレルキ・―疾患に関する正しい情報
の提供

・リウマチ・アレルギー対策検討会経費

・リウマチ・アレルキ
・―相談員養成研修経費

・アレルキ
・―相談センター事業費

2リウマチアレJレキ
・―疾患に関する医療の提供

・リウマチ・アレルキ
・―特別対

'麦

事課宅費

リウマチアレルキ
・―疾患に関する研究等の推進

厚生労働科学研究費

・免疫アレルギー疾患等予防・治療研究

16.501

1,231

3.270

12,000

11,933

11,933

(1,000,386)

(1,000,386)

13.618

367

3.251

10,000

7,160

7,160

(689,888)

呻 J

く対前年度比 806%〉

く対前年度比 922%〉

1 腎疾患に関する正しい情報の提供

・腎疾患対策検討会経費

・腎疾患普及啓発経費

2腎疾患に関する医療の提供

・慢性腎臓病 (CKD)特別対策事業費

3腎疾患に関する研究等の推進

厚生労働科学研究費

・腎疾患対策研究

く対前年度比 22,5694%〉

く対前年度比 00%〉

1 慢性疼痛に関する正しい情報の提供

・慢性の痛みに関する検討会経費

2慢性疼痛に関する研究等の推進

厚生労働科学研究費

∈)・慢性の痛み対策研究

3.377

1,088

2.289

11.633

11,633

〈279,235)

(279,235)
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事 項
度
額

年２２
算

成平
予

犠
ω

２３
額

成

算
平

予

引
額減△

圭
こ
踵
「

主 な 内 容

Ⅶ 移植対策
の推進

Ⅷ 肝炎対策

千円

(2,846,781〕

2.590,185

(23,643,322)

21556814

千円

(2,732,345)

2,532,345

(23,776,778)

21590135

千円

(△ 114,436)

Zゝ 57.840

(133,456)

33,321

く対前年度比 960%〉

く対前年度比 978%〉

1臓器移植対策の推進

・臓器移植対策事業費

あっせん業務関係事業費

あっせん事業体制整備費

普及啓発事業費

運営管理費等経費

・移植対策費

・アイバンク設備整備事業

・組織バンク設備整備事業

千円

856.732

807,778

441.153

319,253

37,366

10,006

48,954

千 円

759.164

719,374

393,080

298,906

17,382

10,006

39,790

骨髄移植対策等の推進

(1)骨髄移植等の推進

・骨髄移植対策事業費

あつせん業務関係事業費

あつせん事業体制整備費

普及啓発事業費

・骨髄テ
・―タハ

・
ンク登録事業費

(2)さ い帯血移植の推進

・さい帯血移植対策事業費

さい帯血保存管理業務費

さい帯血情報管理経費

日本さい帯血ハ
・
ンクネットワーク運営会議費

・さい帯血バンク設備整備事業

移植医療に関する研究の推進

733.453

122.070

429,212

341.314

5.208

82,190

692,858

611,383

611,383

582,026

27,892

1,465

,773.181

,131.415

451,988

355.069

13,900

83.019

679.427

641,766

641,766

612,557

27,744

1,465

200000)(256.596)―

免疫アレルギー疾患等予防・治療研究経費(移植医療研究分野)

(256,596)― → (200,000)

く対前年度比 l CIC1 6%〉

く対前年度比 1002%〉

肝炎対策の充実

(主な事業 )

・国民の安心を守る肝炎対策強化推進事業
(特別枠 )

・感染症対策特別促進事業

肝炎患者支援手帳事業 (特別枠)

地域肝炎治療コーディネーター養成
事業 (特別枠)

・特定感染症検査等事業

0

18,858,684

0

0

1719544

〔3.543.563〕

15,962,226

〔53,486〕

〔65,682〕

1,653,275

〔97,951〕

3,818,913

〔3.226,444〕

2.130

118,850

〔100,000〕

34,741

(1,611,397)

(500,000)

(37,857)

出張型肝炎検査の実施 (特別枠)       0
健康増進事業               920.884

個別勧奨による検査受検促進(特別枠)     0
肝炎対策推進協議会経費           2.i30
肝炎総合対策費              19,617

鶴 韓肩
受検状況実態把握事業        。

肝炎研究基盤整備事業           35,955
肝炎等克服緊急対策研究経費      (1,994,785)
難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究事業

(0)

その他、他課・他局計上事業分 (44987)―→

※ 肝炎情報センター事業については、独立行政法人国立国際医療研究セ
ンター事業予算として、運営費交付金により引き続き取組を実施。

※〔〕書きは、再掲額。

課 計

(286,231,265)

58,690.547

(282,453,973:

59,014.38〔

(∠ 3ゝ,777,292)

323,841

対前年度比 987%〉

対前年度比 1006%〉

※()書きは、他課、他局計上分及び他局対策分を含めた額。
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難治性疾患克服研究事業 (臨床調査研究分野)の対象疾患
(○ は特定疾患治療研究事業対象 )

血 液 系 特発性造血障害 D再生不良性貧血、溶血性貧血、不応性貧血 (骨髄異形成症候群)、 骨髄線維症

血液凝固異常症 D特発性血小板減少性紫斑病、特発性血栓症、血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)

原発性免疫不全症候
群 D原発性免疫不全症候群

免   疫 難 治性血 管 炎
D大動脈炎症候群(高安動脈炎)、 ○ビュルガー病 (バージャー病)、 ○結節性動脈周囲炎、○ウェゲナー内芽腫症、○悪性関節
リウマチ、アレルギー性肉芽腫性血管炎、側頭動脈炎、抗リン脂質抗体症候群

自己免疫疾患 D全身性エリテマトーデス (sLE)、 ○皮膚筋炎及び多発性筋炎、シェーグレン症候群、成人スティル病

ベーチェット病 Dベーチェット病

内分泌系
ホルモン受容機構異
常 偽性副甲状腺機能低下症、 ビタミンD受容機構異常症、TSH受容体異常症、甲状腺ホルモン不応症

間脳下垂体機能障害
OPRL分 泌異常症、〇ゴナ ドトロピン分泌異常症、OADH分 泌異常症、○下垂体機能低下症、○クッシング病、○先端巨大
症、○下垂体性TSH分 泌異常症

副腎ホルモン産生異
常 原発性アル ドステロン症、偽性低アル ドステロン症、グルココルチコイ ド抵抗症、副腎酵素欠損症、副腎低形成 (ア ジソン病 )

中枢性摂食異常症 中枢性摂食異常症

代 謝 系 京発性高脂血症 原発性高脂血症 (〇家族性高コレステロール血症 (ホ モ接合体))

ア ミロイ ドーシス Эア ミロイ ドーシス

神経 ‐筋 遅発性 ウイルス疾患
Эクロイツフェル ト・ヤコプ病 (C」 D)、 ○ゲルス トマン・ス トロイスラー・シャインカー病 (GSS)、 ○致死性家族性不眠
に、○亜急性硬化性全脳炎 (SSPE)、 進行性多巣性白質月音炎 (PML)

運動失調症 ⊃脊髄小脳変性症、○シャイ・ ドレーガー症候群、○線条体黒質変性症、○副腎自質ジストロフィー、ベルオキシソーム病

神経変性疾患
○筋萎縮性側索硬化症 〈ALS)、 ○パーキンソン病、○進行性核上性麻庫、○大脳皮質基底核変性症、○ハンチントン病、○脊髄
性筋蕃縮症、○球脊髄性筋萎縮症、脊髄空洞症、原発性側索硬化症、有棘赤血球舞踏病

ラインゾーム病・
ベルオキシソーム病

○ライソノーム病、ペルオキシソーム病

免疫性神経疾患
○多発性硬化症、〇重症筋無力症、ギラン・
ニューロパチー (ルイス・サムナー症候群)

(HAM)

レヾー症侯群、フィッシャー症侯群、
単クローン抗体を伴 う末梢神経炎

○慢性炎症性脱髄性多発神経炎、多巣性運動
(ク ロウ・フカセ症候群)、 HTLV l関連脊髄症

正常圧水頭症 正常圧水頭症

モヤモ ヤ 病 ○モヤモヤ病 (ウ ィリス動脈輪閉塞症 )

視 党 系
網膜脈絡膜・視神経
舞縮症

○網膜色素変性症、加齢性黄斑変性症、難治性視神経症

聴覚・平
衡機能系

詢庭機能異常 メニエール病、遅発性内 リンパ水腫

詠性 高度 難 聴 突発性難聴、特発性両側性感音難聴

循環器系 時発性 心 筋症
○特発性拡張型 (う っ血型)心筋症、○肥大型心筋症、○拘束型心筋症tOミ トコン ドリア病、○ファプ リー病、家族性突然死症
候群

呼吸器系 びまん性肺疾患 ○特発性間質性肺炎、びまん性汎細気管支炎、○サルコイ ドーシス

呼吸不全
○原発性肺高血圧症、○特発性慢性肺血栓塞栓症 (肺 高血圧型)、 若年性肺気腫、ラングルハンス細胞組織球症、肥満低換気症候
群、肺胞低換気症候群、○ リンパ脈管筋腫症 (LAM)

消化器系
難治性炎症性腸管障
書 ○潰瘍性大腸炎、○クローン病

帷治性の肝・胆道疾
患

○原発性胆汁性肝硬変、自己免疫性肝炎、○難治性の肝炎のうち劇症肝炎、肝内結石症、肝内胆管障害

門脈血行異常症 ○バ ッド‐キア リ (Budd Chiari)症 候群、特発性門脈圧充進症、肝外門脈開塞症

難治性膵疾患 ○重症急性膵炎、膵嚢胞線維症、慢性庫炎

皮膚・

結合組織
稀少難治性皮膚疾患 ○表皮水疱症 (接合部型及び栄養障害型)、 ○膿胞性乾癬、○天疱癒、先天性魚鱗癬様紅皮症

強皮症 ○強皮症、好酸球性筋膜炎、硬化性萎縮性苔癬

混合性結合組織病 ○混合性結合組織病

神経皮膚症候群
○神経線維腫症 I型 (レ ックリング・ハウゼン病)、 ○神経線維腫症 (Ⅱ 型)、 結節性硬化症 (プ リングル病)

色素性乾皮症 (xP)

重症多形滲出性紅斑 Э重症多形滲出性紅斑 (急性期 )

骨・関節
系 脊柱靭帯骨化症 ⊃後縦靭帯骨化症、○広範脊柱管狭窄症、○黄色靭帯骨化症、前縦靱帯骨化症、進行性骨化性線維異形成症 (FOP)

庁発性大腿骨頭壊死
庄 ⊃特発性大腿骨頭壊死症、特発性ステロイ ド性骨壊死症

腎・

泌尿器系
進行性腎障害 IgA腎症、急速進行性糸球体腎炎、難治性ネフローゼ症候群、多発性嚢胞腎

ス モ ン スモ ン Эスモン
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特定疾患医療受給者証所持者数

エリテマトーデス

サルコイドーシス

ミロイドーシス

ハンチントン

11,119

ゲルストマン・ ロイスラー・シやインカー 平成14年 6

平成12年 4
コレステロール血症 (ホモ

ミトコンドリア病

間脳下垂体機能障害 (PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌
異常症、ADH分 泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシ
ング病、先端巨大症 、下垂体機能低下症 )

平成21年 10月

※

※
出典 :衛生行政報告例
対象疾患は平成21年 4月 1日 現在における対象疾患である。
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難病をお持ちの方ヘ

～
難治性疾患患者雇用開発助成金について～

こんなお悩諄
あ

`:春
せんか?

―
―◎ 難病であることをオープンにすると、就職に不利になるのではないか

◎ 難病であることを隠して働いてきたが、うま<いかずに離臓してしまった

◎ 難病の診断は受けたが、障害者手帳は取得していない (取得できない/取

得したくない)ので、障害者枠で就職ができない。       等

そんな
あなたに′

難治性疾患患者雇用開発助威金 (難問金)

● ハローワークの職業紹介により障害者手帳を所持していない難病のある方

を雇い入れる事業主に対して賃金の一部に相当する額を助成し、雇用を促進

します。

● 事業主には、あらかじめ難病についてオープンにし、ご理解いただいた上での就

職になり、安lbです。

● 雇入れから約6か月後にハローワーク職員が職場訪Po3を行い、臓場定着をサポー

トします。

以下の①～00いすれにも当てはまる方が対象になります。

0 障害者手帳を所持していない雌病のある方

② 難治性疾患克服研究事業のうち、               (H21年 12

月末時点130疾詢 若しくは進行性筋萎縮症(筋ジストロフ ィー)をお持ち

の方

※ ハローワークに「特定疾患医療受給者証」、「特定疾患登録者証」、「医師の診断書」を

提示した方が対象となります。

0 週所定僣働時間が20時間3SA上である方
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にも要件があります

事業主側にも受給の要件がありますので、ご注意下さい。

以下のすべてに該当する事業主です。

① 雇用保険の適用事業主であること。

② 対象労lul者 (雇入れられた日現在における満年齢が65歳未満の者に限る。)をハローワ
ークの紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主であること。

③ 管轄労働局長に対し対象労働者に係る雇用管理に関する事項を報告する事業主であること。

④ 対象労働者を助成金の受給終了後も雇用保険の一般被保険者としてヨ|き続き相当期間雇用
することが確実であると認められる事業主であること。

⑤ 資本、資金、人事、取31等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係
にある事業主でないこと。

⑥ 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主の都合による従業員の解雇 (勧奨退職を含
む。)を していないこと。

⑦ 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の

被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない (特定受給資格
者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く。)こと。

③ 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類 (労働者名簿、賃金台
帳、出勤簿等)を整備・保管し、速やかに提出する事業主であること。

上記に該当する事業主であつても、対象労働者がハローワークの紹介以前に雇用 (研修、
アルノヽイト、ポランティアを含む。)されていた場合や雇用の予約があつた場合、助成金の支
給対象期間中に対象労働者を事業主都合により解雇 (勧奨退職を含む。)した場合等は、助成
金の支給は行われません。

詳 しくは、最寄りのハローワークにご相談ください。
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新たな難治性疾患対策の在 り方検討チームについて
※平成23年 1月 現在

1.趣  旨

難治性疾患対策について、医療、研究、福祉、就労・雇用支援

施策等制度横断的な検討が必要な事項について検討を行うため、

厚生労働省に「新たな難治性疾患対策の在り方検討チーム」(以下

「検討チーム」という。)を設置する。

2 主な検討事項

(1)難治性疾患の患者に対する医療費助成の在り方 (小児慢性特

定疾患に関するキャリーオーバーの問題を含む。)

(2)難治性疾患に関する研究事業の在り方 (医薬品の開発を含む。)

(3)難治性疾患の患者に対する福祉サービスの在り方

(4)難治性疾患の患者に対する就労 口雇用支援の在り方

3.構  成

座  長  大塚副大臣

冨1座 長  岡本政務官、小林政務官

メ ン バ=大 臣官房厚生科学課長、医政局長、健康局長

医薬食品局長、高齢 口障害者雇用対策部長

雇用均等・児童家庭局長、障害保健福祉部長

老健局長、保険局長

(その他必要に応じて座長が指名する者 )

4.開催実績

第 1回会合  平成22年 4月 27日 (火 )

議事 ;①新たな難治性疾患対策の在り方検討チームの設置について

②今後の難治性疾患対策について

③その他

第 2回会合  平成 22年 11月 11日 (木 )

議事 ;①新たな難治性疾患対策の在り方について

②審議会等における検討の進捗状況について

③その他
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平成22年 9月 26日 現在のHIV感染者及びエイズ患者の国籍別、性別、感染経路別報告数の累計

診断区分 感染経路 日本国籍 外国国籍

女

HI∨感染者 合 733  9,881 37  2.439 10,250  2,070 12

エイズ患者 合

異性間の性的接触

同性間の性的接触
*1

静注薬物使用

母子感染

その他
Ⅲ2

異性間の性的接触

同性間の性的接触
*1

静注薬物使用

母子感染

その他
Ⅲ2

592  2,658
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３

HIV感 染者+エイズ患者 合 21  14.478 1,826

*1 両性間性的接触を含む。
*2輸 血などに伴う感染例や推定される感染経路が複数ある夕1を含む。
*3平 成11年 3月 31日 までの病状変化によるエイズ患者報告数154件を含む。
*4「血液凝固異常症全国調査」による2009年 5月 31日 現在の凝固因子製剤による感染者数

感染症法施行後の任意報告数 (平成11年 4月 1日 ～平成22年 6月 30日 )        287名
エイズ予防法

*5に
基づく法定報告数 (平成元年2月 17日 ～平成11年3月 31日 ) 596名

凝固因子製剤による感染者の累積死亡者数
*6

648名

*5エイズ予防法第5条に基づき、血液凝固因子製剤による感染者を除く。
*6「血液凝固異常症全国調査」による2009年 5月 31日 現在の報告数
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HIV感染者及びエイズ患者の都道府県別累積報告状況

HIV感染者

累 計

エイズ患者
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〔03%〕

〔03%〕

〔3〕

〔0〕

〔16〕

〔23〕

〔2〕

〔3〕

〔7〕

〔15〕

〔55〕

〔7〕

〔6〕

〔21〕

〔6〕

〔6〕

〔7〕

〔16〕

″
ω

″

θ

ω
″

ω

ω

″

03%   [14

01% 〔1〕

05%   〔30〕

1 1%   〔59〕

03%   〔21〕

01%   〔9〕

02%   〔11〕

04%   〔11〕

02%   〔10〕

20%   〔105〕

01% 〔6〕

03%    〔8〕

04%   〔16〕

02%   〔13〕

02%    〔8〕

04%    〔22〕

10%    〔46〕

775  137%   〔267〕   〔1

7   01%

4  01%
45   08%

52   09%

11   02%

13   02%

23   04%

36   06%

12   02%

11   〔10〕 : 」θ ″″i  385 31% 〔156

14 〔13〕  7
0  〔0〕 : θ

O  〔0〕 : θ

O    〔0〕 :  ノ

0  〔0〕  θ

l  〔1〕  θ

4  〔4〕  θ

l 〔1〕  θ

〔32%

〔02%

6   〔8〕

1  〔1〕
:

1  〔0〕
i

2    〔2〕 :

0  〔0〕

0   〔0〕 :

2  〔1〕
:

0   〔0〕

7

θ

θ

ノ

θ

′

ノ

θ

″

ω

″

ω

ω

″′

ω

ω l

313   55%

100 1 ′2, ′fa 5,664  100%

〔05%〕

〔04%〕

〔02%〕

〔07%〕

〔14%〕

554   45%   〔224〕

230:′
" 

″θ″112,320 100%〔 3,316〕 1,366 〔1000%〕

※〔居住地〕:最近数年間の主な居住地 (平成:9年 4月 から記載 )

天性免疫不全症候群発生届出(抜粋)

数年間の主な居住地

1)日 本国内(   都道府県 )

2)その他(     )
3)不 明

45   [37〕 :  56   √」ノノ1 3421  604%   [607]  [444%

1  〔1〕  ′

1  〔2〕   ゴ   ″ノ
11 〔‖〕: ′

`  
″″

1  〔1〕 | ′  ″

0  〔0〕   θ   `″
3   〔3〕   2   `″
15 〔12〕 : ゴθ  ″η
2  〔4〕  `   ′グ
2  〔2〕 l  f   ″′

22   〔21〕 1  26   ■2秘
2   〔2〕 :  θ   ′α

1  〔0〕 :  θ   `″
2  〔2〕   θ   `″
2 〔3〕  イ  ル′
1   〔0〕   θ   ω
l     〔0〕 !   ゴ     `′ ′

1  〔1〕  θ  ′′
2   〔2〕   θ   漁

"0    〔0〕 :   θ     r
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エイズ患者・ HIV感 染者報告数 検査相談検査件数推移
HⅣ感染者・エイズ患者報告数
S63まで Hl H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 Hll H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 合 計

39 21 31 38 51 86 136 169 234 250 231 301 329 332 308 336 385 367 406 418 431 431 5,330

78 80 66 200 442 277 298 277 376 397 422 530 462 621 614 640 780 832 952 1,082 1.126 11021 11,573

117 101 ７
′

ｎ
υ 238 493 363 434 446 610 647 653 831 791 953 922 976 1,165 1.199 1,358 1〕 500 1,557 1,452 16,903

<上段 :エイズ愚者報告数 中段 :HI∨ 感染者報告数 下段 :エ ズ患者・ 染者の合計畠
小

H:V感 △
ロ

保健所等におけるHIV抗体検査件数
S63まで Hl H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 Hll H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 合 計

47,470 7,864 10,649 10,980 135,674 116712 81,495 57,97〔 72,186 46.237 53,218 48,21〔 48,754 69,92C 61,652 75,539 89.004 100,287 116,550 1531816 177,156 150,252 1,731,61(

所における相談件数
S63まで Hl H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 Hll H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 合 計

132004 14.603 17.458 18.002 251,92( 245,299 175,837 124.73〔 172,641 96,735 111,046 103,206 107,266 141.269 108,911 130,150 146.585 161,474 173:651 214,347 230,091 193,271 3,070.51C

踏
―
二

保健所等におけるHIV抗体検査件数、HIV感染者報告数
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□ 検査    +HIV感 染者

新規感染者・患者報告数に占めるエイズ患者数の割合(過去10カ年の推移)

匡コエイズ  匡コHIv  ‐ 新規報告数に占めるエイズ患者数の割合
割

合
（
％
）1,200
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保健所等におけるHIV抗 体検査件数

都道府 県

平 成 12年 平成13年 平成 14年 平成 15今 平成 16年 平成 17今 平成 18年 平成 19年 平成20有 平成 21年 平成 22年

年間 年間 年 間 年間 年間 年間 年 間 年 間 年 間 年 間
第 1四半

"
1月 ～ 3月

第 2四半詢

4月 ～ 6月

零 3

7月 t9月

第1四 半詢

10月 ～ 12月
年 間

第 1四

1月 ～ 3月

第 2四 半

"
4月 ～ 6月

常 3四 半

"
7月 ヽ1,月

北 海 道 1.53( 1,729 1,42g 1,557 1,796 2,20“ 2,59( 3551 3 88C 3.22( 1,47`

青 森 県

岩 手 県

菖 城 県 1 14( 1.507 1,672 1.43(

秋 田 県 702

山 形 県

福 島 県 1,01( 1.091 1,177 1,233 l,151

茨 城 県 1,766 1,00〔 1,17 1,25〔 2,714 3,51〔 2.857 1.66(

栃 木 県 1,02: 1,40〔 1,681 1,92( 2,57〔 2,63〔 2,292 1481 491

群 馬 県 637 78g 1.02( 1,56: 1,84' 1,95〔 l,57( 101(

奇 玉 県 1,752 3,483 2,65( 3.67( 5.33〔 6.47〔 5,014 1,50〔 1,241 1,04( 1,21 2,74(

千 葉 県 2.344 2,87C 2,361 3,18( 3,57( 3,76 4,62〔 6,23( 7,09 5,24〔 1.67〔 1.11 1,04( 1 3.991 1,19C 1 1

東 京 着 5,39( 9.778 7.11( 8,31( 9,74[ 10,08` 11,28` 14,31( 15,921 14,444 4,091 3,664 3,45( 3,23〔 2,750 2,897 3.327

神奈川県 5,49〔 7,083 3,53[ 4.05( 6.10( 11,76〔 11,55( 10,54〔 3,134 2,62( 2,25〔 2,53( 6,51〔 2,004 2,357 2,157

新 潟 県 l. 1,492 2.501 1,78( 1,11(

蟹 山 県

石 川 県 1,230 1,52: 119` 227

福 井 県

山 梨 県

長 野 県 1,097 1,58` 1, 10( 1,431 1,755 2,663 3.659 3,75( 2,50( 1,386

岐 阜 県 537 17

静 岡 県 1 337 1,92〔 1,381 1.705 2.06( 2.423 2,89( 3,821 3,964 3,081 71 1,43〔

愛 知 県 3,971 6,19( 4,42` 5 369 5,78= 5.511 7.04〔 10,29〔 ll,521 9,83( 3,12` 2,47: 2,22: 2,01( 7,23( 2,461 2,302 2,461

二 重 県 612 1.383 1,805 1,682 1,09`

滋 賀 県 1,181

京 都 府 1,271 1.873 1.17 1,494 1,671 1,92( 2,268 3,27( 4,29( 3,66( 1,11 2,331

大 阪 府 5,29〔 7 682 5,802 6.84( 7.11 8.581 9,141 11,464 13,862 11,71 3,913 3,10( 2,422 2,281 6,56( 2, 12( 2, 2,334

兵 庫 県 2,38( 4,486 2,46( 2,968 3,37C 2.71C 3.537 5.11 3,837 1,147 2,211

争 良 県 563 539 687 1.12[ 1,55( 1, 19【

和歌山県

鳥 取 県

島 根 県 222 11

岡 山 県 1.138 1,268

広 島 県 1.123 1,17( 1,53: 1,87( 2,901 3,67〔 325( 1,07( 1,885

山 口 婦 1,00〔 1,372 1,29(

徳 島 県

香 川 県 225

愛 媛 県 1,561 1,821

葛 知 県

福 岡 県 2,241 2 908 3,33[ 4.12( 4.631 5.146 6.170 7,52( 7,75( 6,634 1,984 1,687 1,49〔 4,32' 1 31 1,337 1,674

生 賀 県 1, 18〔 1.061

長 崎 県 l,18C 1,821 1,078

熊 本 県 1 1,405 1,626 2,230 2,01( 1,371

大 分 県 1,072

宮 崎 県 1,017 1,064 299

鹿児島県 1,271 1,323 121(

沖 縄 県 1,042 1,351 1.93( 2,547 3,755 3.504 2,71( 1,877

計

48 754 69.925
49,429
(12.223)

59,237
(16.302)

68,77`
(20 230

80,899
(19 388)

93,497
(23 053)

128,819

(24 997)

146,880
(30276)

122,49e

(27759)

37,641 30,32( 26,645 zr,88
75,650

(19.680)

23,664 25,136 26,850

年  計
122,493
r,7 7へ0

75,650

`lo ARnヽ
は、 自 体が実 す 数外
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保健所等における相談件数

都道府県

平成 12年 平成 13年 平成 14年 平成 15年 平成 16年 平成 17今 平成 18年 平成 19年 平成20年 平成 21年
イ牛

平成 22年

年 間 年 間 年 間 年 間 年 間 年 間 年 間 年 間 年 間 年 間
第 1四 半

"
1月 ～ 3月

第 半

"
4月 ヽ 6月

落3四 半期

7月 ヽ 9月

第●四半期

10月 ～12月
年 間

第 1四 半

"
1月 ～ 3月

第 2四 半期
=3四

半期

7月 ～ 9月

北 海 道 2,30( 2.274 2,03( 2,232 2, 18, 2,837 3.001 3,37[ 2,997 2,505 1.424

青 森 県 1,011 832 1,156 1,37[ 1,591 2, 104

岩 手 県 5 5

宮 城 県 1 65C l 1,468 1,727 1.752

秋 田 県

山 形 県

福 島 県 1,231 1,05: 1.00C 1, 16( 1, 101 1,70( 119〔 1.10(

茨 城 県 1, 74 2,38乏 1.75〔 2,131 1,81[ 2,611 3,738 3,912 3,20( 1,050

折 木 県 1,44〔 1,821 1,583 2,194 2.804 2,76( 3,134 3,923 4,179 1.22(

祥 馬 県 1.496 1,78[ 1,359 1,55〔 1 1,030 1,05〔

埼 玉 県 5,32( 10.37( 6,125 6,56〔 9,144 13,074 12,40〔 16,958 20,310 18,53` 5,122 4.625 4 14( 4,641 3.337 3,402 3,606

千 葉 県 2,928 3 2.788 4.19( 4,335 4,770 6,487 8.222 8,59C 6,63( 2,014 1,554 1.308 1,759 4,91〔 1 1,662 1,814

東 京 都 16,896 24,27[ 23,007 24,355 45,94( 50,387 59,90` 65,78g 55.67( 16,631 13,701 12,94( 12.394 37,22〔 11,86( 13.213

神奈川県 9.086 ll,282 7,779 8,08( 12,605 15,48C 16.338 21,70〔 20.88乏 6.22( 5,34( 4,61, 4,70` 12,307 3,78( 4,06〔 4,45C

新 潟 県 1,526 1.617 l 1,617 2,04` 1,92( 3,017 4,551 3,871 1,14( 2.504

富 山 県 1,031 1,201 1 1.463 1,205

石 り|| 県 1. 12`

嘔 井 県 1 18[ 1,473 l,271 352

山 梨 県
5 12

長 野 県 2,01( 2,304 1,438 1.882 2,012 2,821 3,783 5,85[ 5.45( 3 63 1,227 71 1,802

岐 阜 県 1,156 1,262 1.172

轟 岡 県 3,74〔 4.49〔 4 4,48( 4,91( 3, 3.460 3,69e 2,97 1,81( 1.024

愛 知 県 7,57( 13,576 9,158 11 124 ll,358 7,o3( 7,279 6 08( 3,44: 1,03〔 2,397

三 重 岬 873 1, 190 1,30( 1 394 1,043

滋 賀 県 1. 138 1,195 l,102 l,237 1.339 2.25( 1 918 2,29〔 3,62( 2,846 739 651 1,764

京 都 府 2,209 3,455 2.06[ 2,336 2,68C 1,023 252 879

大 阪 府 12,223 16,200 13,43〔 15,718 16,43C 15,68〔 16,57C 20,077 23.867 19,822 6,645 5,271 4,033 3,87〔 11,800 3,644 3.82( 4,33(

兵 庫 県 4 32[ 7,48C 4,284 4,287 4 999 2.96( 2, 12( 2,76( 3,825 3.076 1,54(

奈 良 県 432 111

和歌 山県

鳥 取 県 7 50C
1 7

島 根 県

岡 山 帰 1,310 1.943 2,11 2,833 2,684 1,63( 1.815 2,184 2,53〔 1,893 2,049

広 島 県 2,749 2,683 1,967 2,568 3,52, 4,04( 5.581 7 392 7,169 1,801 1,856 1,636 1,87( 4,455 1,411 1.51( 1,52〔

山 口 県 1,094 1 347 1

徳 島 県 1 1,313 l.082 255

香 川 県 1,08( 1,452 1,76〔 1,574

愛 媛 県 1,209 1,03( 1,234 1,59〔 2,031 2.705 2,593 1,809 577 1,08(

高 知 県
7 2〔

福 岡 県 5,942 7,87( 9,43( 9,84〔 9,777 9 69( 9,786 10,475 2.800 2,231 l,954 l,877 6,20( 1,947 1,950 2,301

佐 賀 県 1.088 l.10C 1,007 1,19C 1,67( 1,263 1.29〔 1 001 1,032

長 崎 県 l H2 144

熊 本 県 953 l 1,481 1,482 2,00〔 2,611 2,953 2,23C 1,49〔

大 分 県 1,237 1 30( 1,098 1,202 1.01〔 1.314 1 62〔 2,147 1,552 1.57[ 1,04(

宮 崎 県 1,319 1 13( 1 1,33〔 1.50, l.602 1.09〔 985 1,338 255

記児島県 1.36( 1.995 2,188 1,89( l.12〔

沖 縄 県 2,25` 1,92( 1 721 1,68〔 l 2,778 1.202 1,42(

計
107,26C 141,26( 108.911 130,15( 146,58〔 173,651 214,347 230,091 193,271

58,200 48,643 43,052 43.376
121,69〔

38,035 39,928 43,73〔

年  計 93.271 21.69〔

資-16



平成22年度「世界エイズデー」前後における検査・本目談体制  (平成22年 10月 19日 現在)

1)O… 平冨か

●…世界エ こ実 施 し、又 l

夜間検査…保健所閉所(17:00)以降に

休日検査…土日・休日に実施する検査

査…迅速検査キット し、即日で結果

夜間検査 休日検査 迅速検査 エイズデーに
関連したイベ
ント等の取組平常時

エイス
平常時

エイス
平常時

エイス

中
核

市

（
４

０

）

67 旭川市 0 0 ● 0

68 函 館 市

69 青森市
70 帝 田 市

71 秋 田 市 ●

72 郡 山 市 O
73 いわき市 ○ ○ ○

74 早 都 冨 雨 ● 0 ○ ● O
75 nlltt rF O ● ○

76 川越市 O ● ○

77 船 橋 市 0 ● 0

78 柏 市 0 ● ●

17fF

81 金沢市 O ● O
82  fミ里予7F 0 ● ○ ●

83 岐阜市 ○ O O
84 豊田市 ○ 0

85 団 崎 市 0 ●

86 書 橋 市 ●

87  ラに

'彗

TF ○

88  罵罫潮曼FF O
89 東 大 阪 雨 ● ○

90 姫 路 市 0 ● ○ ● 0

91 西宮市 0 0

92 F崎 市

93  ==Eき ¬ほ

94 和 歌 山 市 ●

95 倉 致 雨 ● ● ○

96 福 山 市 ○ ● O ● ○

97 下関市 0 ●

98 高松市 0 ●

99  1公 Lb7" ●

100 高 知 市 ●

101 久 留 米 市 ●

102  fi聞奇rF ● ○ ● O
103 熊本市 ● ● 〇 ● O
104 大分市 0 ● 0 ● 0

105 宮崎市 0 う

106 F県 島市 ● D
保
健

所

設

置

市

7

107   ′]ヽ 箪

108 八王子市 (

109 藤 沢 i ● 〇 ● ○

110 四日市市 ● 0

111 呉市 ●

112 実
=田

而 ●

113 佑 世 保 市 ●

特
別
区

（
２
３

）

14  二F 代 田 区 ●

115 中 央 区 ○

116 港 区 ● 0 ● ○

117 新 層 区 ●

118 又 京 EXL ○ 0

!19 台東区 0 0

120 墨田区

121 江 東 区 ● ●

122   品 j‖ 区 O
123 日 黒 区 ○

124  大 E日 区 ○

125 世 田 谷 区 ● ○

126 渋谷区 ● ● 0

127 中 野 区 0 0 0

128 杉並区
129   竃]1■ lX

130  1に Li

131 荒 j‖ 区

132 板 橋 区 O
133 綾 馬 区 ○

134 足 立 区 ○

135 葛 飾 区 ○ ● ○

136  ,T戸 ‖‖ス 0

都
道
府
県

（
４
７

）

計

割合 (%) 640 890
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高度なHIV診療の実施

必要な施設口設備の整備

拠点病院に対する研修事業及び医療情報の提供

拠点病院等との連携の実施
②エイズ対策促進事業

(都道府県、政令市、特別区)



21日現在

中核拠点病院選定状況
   平成23年 1月

57か 所 )(選定済は46県、

プロック 颯 占 樹 都道府県名 中核拠点病院名

1 北海道 北海道  ブ 独立行政法人労働者健康福祉機構釧路労災病院

2 東北

42か所

4 青森県

3 4 岩手県 岩手医科大学附属病院

4 7 宮城県  プ 独立行取法人目立廂臓饉構薔台目農センター

5 4 秋田県 大館市立総合病院

6 9 山形県 山形県立中央病院

7 14 福島県 公立大学法人福島県立医科大学附属病院

8 関東・

甲信越

121か所

9 茨城県 国立大学法人筑波大学附属病院

9 10 栃木県 ①済生会宇都宮病院 ②自治医科大学附属病院 ③獨協医科大学病院

10 4 群馬県 国立大学法人群馬大学医学部附属病院

6 独立行政法人日立病院機構東埼玉病院

10 国立大学法人千葉大学医学部附属病院

42 ①都立駒込病院 ②東京慈恵会医科大学附属病院 ③慶應義塾大学病院

14 公立大学法人横浜市立大学付属病院

6 新潟県  ブ 輛ヨ大手目歯撃腱含痛臓

9 山梨県 山梨県立中央病院

8 長野県 長野県立須坂病院

ヨヒ腱E

14か所

2 富山県 富山県立中央病院

石川県  プ 石III県立中央綱R
●
ι 4 福井県 国立大学法人福井大学医学部附属病院

21 東海

48か所

岐阜県 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院

静岡県
①沼津市立病院 ②静岡市立静岡病院 ③県西部浜松医療センター
の地方独寺行政法人静岡県立病院機構静岡県立こども病院

独立行菫法人■立綱臓織精名古■■凛センター
０
‘ 4 二重県 国立大学法人三重大学医学部附属病院

近畿

44か所

4 滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院

10 京都府 京都大学医学部附属病院

16 ①大阪府立急性期・総合医療センター ②市立堺病院 ③大阪市立総合医療センター

兵庫医科大学病院

29 1 奈良県 奈良県立医科大学付属病院

30 2 和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院

31 中国・

四国

61か所

3 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院
つ
０ 5 島根県 島根大学医学部附属病院

10 岡山県 川崎医科大学付属病院

34 5 広島県  ブ①広島県立広島痛口 ②広島市立広島市民綱臓

5 山口県 ①国立大学法人山口大学医学部附属病院 ②日立病院機構関門医療センター
●
● 2 徳島県 徳島大学病院
●
● 6 香川県 香川大学医学部附属病院
う
０ 20 愛媛県 愛媛大学医学部付属病院
●
● 5 高知県 国立大学法人高知大学医学部附属病院
■

， 九州

31か所

福岡県  ブ産業医科大学病院

41 2 佐賀県 国立大学法人佐賀大学医学部付属病院
“

， 3 長崎県 長崎大学医学部・歯学部附属病院
■

， 3 熊本県 熊本大学医学部附属病院

44 5 大分県 国立大学法人大分大学医学部付属病院

45 3 宮崎県 県立宮崎病院
“

， 5 鹿児島県 国立大学法人鹿児島大学医学部・歯学部付属病院

47 3 国立大学法人琉球大学医学部附属病院

計 380

太字 :プロック拠点病院

ブ :プロック拠点病院所在都道府県

網掛け :重点都道府県
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平成23年度ハンセン病対策別予算 (案)の概要

(健康局疾病対策課 )

(単位 :千円)

目項
平成 22年度

予算額
平成 23年度
予算 (案 )

対前年度比較
増減額

対前年度比
(%) 備 考

O謝罪 口名誉回復措置
(項)厚生労働本省施設費

(目 )施設整備費

(項)特定疾患等対策費
(日 )諸謝金
(目 )職員旅費
(目 )外国旅費
(日 )委員等旅費
(目 )庁費
(目 )社会保障関係情報化業務庁費
(目 )ハンセン病療養所入所者等補償金
(日 )賠償償還及払戻金

(項)特定疾患等対策費
(目 )ハンセン病名誉回復事業諸謝金
(日 )ハンセン病名誉回復事業委員等旅費
(目 )ハンセン病名誉回復事業等庁費

ハンセン病対策事業委託費
資料館運営等委託費

普及啓発事業費
・討論会等開催費
・普及啓発資料作成費

資料館運営費
消費税

沖縄県普及啓発等委託費
普及啓発資料作成費
消費税

再発防止検討会調査事業費

(項)特定疾患等対策費
(目 )施設施工旅費
(目 )施設施工庁費
(目 )ハンセン病対策事業委託費

○在園保障
(項)特定疾患等対策費

(日 )ハ ンセン病療養所費補助金

0社会復帰・社会復帰生活支援
(項)特定疾患等対策費

(日 )ハンセン病名誉回復事業等庁費
(目 )国立ハンセン病療養所等入所者

家族生活援護委託費
(日 )国立ハ ンセン病療養 所退所

者等給与金
退所者給与金
非入所者給与金

ハンセン病対策事業委託費
社会復帰者支援事業等委託費
普及啓発等事業費
・社会交流経費
・地域啓発推進事業費
社会復帰者支援事業費
・相談経費
。社会復帰支援経費
消費税
沖縄県外来診療等委託費 

｀

外来診療費
技能指導費
消費税

沖縄ハンセン病対策季託書

目
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(目 )
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1 538

489
1,508

128

7,910
584,000
560,000

30,728
74

835
29,819

351,976
334,405
20,226
5,971

14,255
298,255
15,924
1,513
1,441

72

16,058

238,912

238,912

3,318,840
3,318,840

17,112

46,004

3,063,634

2,996,948
66,686
192,090
143,594
52,186
25,012
27,174
84,570
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72,631
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37,237
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15,545
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545
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74

626

29,819

350,966
333,395
19,826
5,971

13,855
297,693
15,876
1,513
1,441

72

16,058

48,596
233

21,525
26,838

238,202

238,202

3,292,763
3,292,763

12,170

41,641

3,046,921

2,982,444
64,477
192,031
143,447
52,186
25,012
27,174
84,430
11,799
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1,767
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100.0%
99.2%
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79.6%
100.0%
99.8%
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100.0%
100.0%
145.2%
100.0%
57.1%

99.3%
100.0%
75.0%
100.0%

99.7%
99.7%
98.0%
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97.211

99.8%
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100.0%
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合計 5,096,729 4,885,228 △ 211,501 95.85%
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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律概要

』
日趣

国の隔離政策によリハンセン病患者であつた者等が受けた被害の回復については、平成 13年 6月 の「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等

に関する法律」の制定により、一定の解決が図られている。 しかし、未だ未解決の問題も残されており、とりわけ、ハンセン病患者であった者等が地域社会

から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営むことができるようにするための基盤整備は喫緊の課題であり、また、ハンセン病患者であった者等に対す

る偏見と差別のない社会の実現に向けて、真摯に取 り組んでいかなければならない。

そこで、ハンセン病患者であつた者等の福祉の増進、名誉の回復等に関し現在もなお存在する問題 (ハ ンセン病問題)の解決の促進に関し、基本理念等を

定めるとともに、ハンセン病問題の解決の促進に関し必要な事項を定めるものとする。

基本理念等

1 ハンセン病問題に関する施策は、ハンセン病患者であつた者等が受けた身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる被害に照らし、その被害を

可能な限り回復することを旨として行われなければならない。
2 ハンセン病問題に関する施策を講ずるに当たつては、国立ハンセン病療養所等の入所者が、その生活環境が地域社会から孤立することなく、安心して豊

かな生活を営むことができるように配慮されなければならない。
3 何人も、ハンセン病患者であった者等に対して、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

4 国は、ハンセン病問題に関する施策の策定及び実施に当たつては、ハンセン病患者であつた者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を

講ずるものとする。

施 策

○国立ハンセン病療養所等における療養及

び生活の保障
。国立ハンセン病療養所等における療養の

確保
。国立ハンセン病療養所への再入所 。新規

入所の保障
。国立ハンセン病療養所における生活の保障

①意思に反する退所、転所の禁止

②医療・介護体制の整備

③地域開放

○社会復帰の支援及び社会生活の援助
。国立ハンセン病療養所等からの退所

希望者への退所準備金の支給
・退所者給与金及び非入所者給与金の

支給
。国立ハンセン病療養所等及び一般の

医療機関における退所者及び非入所

者に対する医療体制の整備
。相談体制の整備

○名誉回復及び死没者の追悼
。国立のハンセン病資料館の

設置、歴史的建造物の保存

等ハンセン病及びハンセン

病対策の歴史に関する正 し
い知識の普及啓発等

・死没者の追悼のための必要

な措置

○親族に対す る援護
。国立ハ ンセン病療養所の入

所者の親族で、当該入所者

が入所 したことによつて生

計が困難な状態にあるもの
への援護の実施

。 この法律は、平成 21年 4月 1日 から施行する。
・ らい予防法の廃止に関する法律の廃止その他関係法律の整理を行 う。



ハンセン病療養所入所者数

*平均年齢

国立 13園  80.9才  (平成 22年 5月 1日 現在 )

私立 神 山 81.75才 (平成 22年 5月 1日 現在 )

待労 79.9才  (平成 22年 5月 1日 現在 )

(平成 22年 5月 1日 現在 )

施 設 名 入所者数 所 在 地 電話番号

総 数 2,442 (15カ 所 )

(国立療養所 ) (13カ所 )

松丘保養園 131 青森県青森市大字石江字平山 19 017-788-0145

東北新生園 133 官城県登米市迫町新田字上葉ノ木沢 1 0228-38-2121

栗生楽泉園 146 群馬県吾妻郡草津町大字草津乙647 0279-88-3030

多磨全生園 283 東京都東村山市青葉町4-1-1 042-395-1101

駿河療養所 94 静岡県御殿場市神 山 1915 0550-87-1711

長島愛生園 331 岡山県瀬戸内市 邑久町虫明 6539 0869-25-0321

邑久光 明園 195 岡山県瀬戸内市邑久町虫明 6253 0869-25-0011

087-871-3131大島青松園 109 香川県高松市庵治町 6034-1

菊池恵楓園 394 熊本県合志市栄 3796 096-248-1131

星塚敬愛園 226 鹿児 島県鹿屋市星塚町4204 0994-49-2500

0997-52-6311奄美和光園 49 鹿児島県奄美市名瀬和光町 1700

沖縄愛楽園 248 沖縄県名護市字済井出1192 0980-52-8331

官古南静園 88 沖縄県宮古島市平良字島尻 888 0980-72-5321

計 2,427

(私立療養所 ) (2カ所)

神山復生病院 8 静岡県御殿場市神山 109 0550-87-0004

待労院診療所 7 熊本県熊本市島崎 6-1-27 096-354-1021

計 15
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ハンセン病問題に関する最近の動向

平成 13年
5月 11日   ハ ンセン病国家賠償訴訟熊本地裁判決

5月 23日   政府 として控訴 しないことを決定

5月 25日   内閣総理大臣談話発表

・新たな補償 を立法措置によ り講 じる

・退所者給与金、ハンセ ン病資料館の充実、名誉回復のための啓発事業などの

施策の実現 に努める

・患者・元患者と厚生労働省 との間の協議の場を設ける

政府声明発表

・除斥期間や立法不作為に係る法的責任についての判断において判決に問題が

あることを当事者である政府の立場として明確化

6月  7日   衆議院「ハンセン病問題に関する決議」採択

6月  8日   参議院「ハンセン病問題に関する決議」採択

6月 12日   「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」衆議院に

て可決

6月 15日   「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」参議院に

て可決、成立

6月 22日   「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」 (平成

13年法律第 63号 )公布、施行

6月 29日   第 1回 ハンセン病問題対策協議会 (そ の後、 7月 16日 、 7月 26日 、 11月

16日 及び 12月 25日 に開催 )

・社会復帰 (退所者給与金等 )、 謝罪・名誉回復、在園保障、検証会議等につ

いて、患者・元患者と協議 (座長 桝屋副大臣)

7月 23日   和解に関する基本合意書調印 (入所者・退所者原告)

7月 27日   遺族原告及び入所歴なき原告についての和解に関する所見を熊本地裁が発表

9月 11日   政府として遺族原告及び入所歴なき原告について判決を求める旨を表明

10月  5日  全国ハンセン病問題対策主管課長会議

12月  7日  遺族原告及び入所歴なき原告についての和解に関する所見を熊本地裁が再度発

表 (訴訟は、同日結審 )

12月 18日   遺族原告及び入所歴なき原告についての和解に関する所見 (12月 7日 の補

充)を 熊本地裁が発表

12月 25日   第 5回ハンセン病問題対策協議会「ハンセン病問題対策協議会における確認事

項」について合意

平成 14年
1月 28日   和解に関する基本合意書調印 (遺族・非入所者原告 )

4月  1日   国立ハンセン病療養所等退所者給与金事業スター ト

国立ハンセン病療養所等死没者改葬費事業スター ト

平成 15年
4月 25日   社会復帰支援事業要綱の改正を実施

平成 16年
3月 29日  平成 15年度ハンセン病問題対策協議会「非入所者給与金 (仮 称)」 制度創設

向け協議を進めることを確認

4月  1日  社会生活支援一時金事業スター ト

4月 14日   「平成 15年度ハンセン病問題対策協議会における確認事項」について合意

8月 25日   「平成 16年度ハンセン病問題対策協議会」開催

9月 27日   「平成 16年度ハンセン病問題対策協議会における確認事項」について合意

12月 15日  「平成 16年度ハンセン病問題対策協議会 (続会 )」 開催
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平成 17年
1月 20日  「平成 16年度ハンセン病問題対策協議会における確認事項」について合意

3月 27日   ハ ンセ ン病問題に関す る検証会議最終報告書提出

4月  1日   国立ハ ンセ ン病療養所等非入所者給与金事業スター ト

9月 30日  「平成 17年度ハ ンセ ン病問題対策協議会」開催

10月 25日  韓国ハ ンセン病補償法訴訟東京地裁判決 (国 勝訴 :原告は翌日控訴 )

11月  8日  政府 と して台湾ハ ンセ ン病補償法訴訟については控訴することとし、同日付で

控 訴す ることとは別に国外の療養所の元入所者への対応につ いて検討する旨の

厚生労働大臣談話を発表

平成 18年
1月 31日  「ハ ンセ ン病療養所入所者等に対す る補償金の支給等に関する法律の一部を改正

す る法律」衆議院にて可決

2月  3日  「ハ ンセ ン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正

する法律」参議院にて可決、成立

2月 10日  「ハ ンセ ン病療養所入所者等に対す る補償金の支給等に関する法律の一部を改正

す る法律 (平 成 18年法律第 2号 )公 布、施行に伴い、戦前の国外の療養所の元

入所者への補償金支給を決定

3月 29日   第 1回 ハ ンセン病問題 に関する検証会議の提言に基づ く再発防止検討会開催

6月 21日   「ハ ンセ ン病療養所入所者等に対す る補償金の支給等に関す る法律」に基づ く

国内対象者の申請期限が終了

8月 23日 「平成 18年度ハンセン病問題対策協議会」開催

平成 19年
3月 26日 「平成 18年度ハ ンセン病問題対策協議会における確認事項」について合意

3月 31日  国立ハ ンセン病資料館再開館式

4月  1日  国立ハ ンセン病資料館再開館

8月 22日  「平成 19年度ハンセン病問題対策協議会」開催

11月 19日  第 1回 ハ ンセン病資料館等運営企画検討会開催

平成 20年
3月 21日  第 2回ハ ンセン病資料館等運営企画検討会開催

3月 26日  「平成 19年度ハンセン病問題対策協議会における確認事項」につ いて合意

6月  6日  「ハ ンセ ン病問題の解決の促進に関す る法律」衆議院にて可決

6月 11日  「ハ ンセ ン病問題の解決の促進に関す る法律」参議院で可決、成立

6月 18日  「ハ ンセ ン病問題の解決の促進に関す る法律」 (平 成 20年法律 第 82号 )

12月  5日  第 3回ハ ンセ ン病資料館等運営企画検討会開催

12月 26日  「平成 20年 度ハンセン病問題対策協議会における確認事項」について合意

平成 21年
3月 11日  第 4回 ハ ンセン病資料館等運営企画検討会開催

4月  1日  ハ ンセ ン病問題の解決の促進に関す る法律施行

6月 22日  「平成 21年 度ハンセン病問題対策協議会」開催

6月 22日  らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日の実施

10月 20日  第 5回ハ ンセン病資料館等運営企画検討会開催

平成 22年
1月 13日  「平成 21年 度ハンセン病問題対策協議会における確認事項」について合意

5月 21日  第 6回ハ ンセン病資料館等運営企画検討会開催

6月 22日  「平成 22年 度ハンセン病問題対策協議会」開催

6月 22日  らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日の実施
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ハンセン病問題に関するシンポジウムについて

趣 旨

ハンセン病に対する偏見・差別を解消 し、ハンセン病患者・元患者の名誉回復を図

るため、国民に対 してハンセン病問題に対する正 しい知識の啓発に努める。

加えて、都道府県等における同様のシンポジウムの開催等その他普及啓発施策のさ

らなる実施を関係者に要請する。

2.主 催 厚生労働省、(財)日 本科学技術振興財団等

3.開催方法

(1)場 所 :ハ ンセン病療養所が所在する県を中心とした地域ブロックで順次開催

ア Jヒ海道・東北ブロック (青森

イ 関東・甲信越ブロック (群馬

ウ 東海・北陸ブロック  (静岡

工 近畿・中国ブロック  (岡山

オ 四国ブロック    (香 川

力 九州ブロック    (熊 本

キ 沖縄プロック    (沖 縄愛

(2)会 場 :一般のホ=ル等

(3)対象者 :一般国民

4.過去の開催状況

(1)第 1回ハンセン病問題に関するシンポジウム (平成17年 3月 14日 (月 )東京 )

(2)第 2回ハンセン病問題に関するシンポジウム (平成18年 1月 25日 (水 )愛知 )

(3)第 3回ハンセン病問題に関するシンポジウム (平成18年 11月 7日 (火)福岡)

(4)第 4回ハンセン病問題に関するシンポジウム (平成19年 1月 12日 (金)宮城)

(5)第 5回ハンセン病問題に関するシンポジウム (平成19年 12月 14日 (金)沖縄)

(6)第 6回ハンセン病問題に関するシンポジウム (平成20年 1月 31日 (木)北海道)

(7)第 7回ハンセン病問題に関するシンポジウム (平成簿軍凋20日 0,21日 (日)岡 山)

(8)第 8回ハンセン病問題に関するシンポジウム (平成21年 2月 7日 (土 )大阪)

(9)第 9回ハンセン病問題に関するシンポジウム (平成22年 2月 12日 (土)高松)

(10)第 10回ハンセン病問題に関するシンポジウム (平成23年 1月 15日 (土 )青森)

松丘保養園、宮城 :東北新生園 )

栗生楽泉園、東京 :多磨全生園 )

駿河療養所 )

長島愛生園、邑久光明園 )

大島青松園 )

菊池恵楓園、鹿児島 :星塚敬愛園、奄美和光園 )

楽園、宮古南静園 )
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退所者給与金及び改葬費について

これらの制度 を創設する経緯

退所者給与金については、平成 13年 5月 の「ハンセン病問題内閣総理
大臣談話」において言及されている「退所者給与金」について、原告・弁
護団と協議を行い、平成 14年度から制度を実施することとしたものであ
る。また、改葬費については、遺族原告との和解の基本合意書において(

遺族に死没者の遺骨の引取 りを勧めていることを踏まえ、平成 14年度か

ら制度を実施することとしたものである。

所者給与

○ 支給 目的
・ハンセ ン病療養所退所者の福祉の増進を目的とする。

○ 支給対象者
口既退所者

ハ ンセン病療養所の入所経験があり、平成 14年 4月 1日 前に既
にハ ンセン病療養所を退所 している者。

・新規退所者      ,
平成 14年 4月 1日 以後、ハ ンセン病療養所を退所 した者。

○ 支給額
口生活類型に応 じて支給額を設定。

新規退所者 既退所者

退所者が 1人の世帯 264,100円 176,100円

退所者が 2人の世帯 422,600円 281,700円

※別途、退所者が非退所者を扶養する世帯においては、 16,000円 を加算。
○ 所得制限

口支給額は、前年の所得が退所者給与金年間支給額より多いとき、以下
の額 を控除する。

(前 年所得 一 退所者給与金年間支給額)÷ 2

※退所者給与金の支給要綱については、少なくとも2年 ごとに見直す。

○ 支給目的
ロハンセン病療養所で死没した方に対する追悼の意を表することを目的
とする。

○ 支給対象者及び支給額
・ハンセン病療養所に収蔵されている焼骨を、その遺族が改葬 したとき、

その遺族に対 して、死没者 1人につき5万円を支給する。
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非入所者給与金について

1 制度の趣旨

厚生労働省は、統一交渉団との平成 16年 4月 14日 付の「平成 15年度ハンセン病間

題対策協議会における確認事項」を踏まえ、裁判上の和解が成立 した入所歴のないハンセ

ン病患者・元患者に対し、平穏で安定 した平均的水準の社会生活を営むことができるよう

に、平成 17年度から、非入所者給与金制度を倉1設する。

2 対象者

裁判上の和解が成立 した入所歴のないハンセン病患者及び元患者

3 給付額

基準額を、月額 4.85万円とし、以下の通 り段階的に給付する。

但し、配偶者又は一親等の直系尊属を扶養するときは、月額 1.35万 円を加算して給

付する。

(2)生活保護相当者の取扱い

生活保護相当の者に対しては1上記にかかわらず、生活保護相当額に基準額を加算

した額を給付。その給付の実施は、「国立ハンセン病療養所等家族生活援護委託費」

の「援護費」の枠組みを準用する。

(1)段階的給付について

基準額を、月額 4.85万円とし、以下の通 り段階的に給付する。

月 6.45万円 (基準額の 33%増 )

月 4.85万 円 (基準額 )

円未満の者 一部支給停止

不支給
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ハンセン病患者・元患者に対する補償等統計資料

○ らい予防法違憲国家賠償請求訴訟判決者数(H13:5.11熊本地裁)

判決を受けた原告     127名

○ 国立ハンセン病療養所入所者等補償金支給者数

総数

うち

3,965名
(韓国 426名 、台湾 29名 含む)

入所者     2,594名
退所者     1,371名

○ らい予防法違憲国家賠償請求訴訟和解者数

総数
うち 入口退所者

遺族
非入所者

○ 国立ハンセン病療養所等退所者給与金支給決定者数

総数
うち 既退所者

新規退所者

７

２

４

272名
142名
994名
136名

1,328名
1,190名

138名

○ 国立ハンセン病療養所等非入所者給与金支給決定者数

総 数 79名

* らい予防法違憲国家賠償請求訴訟判決者数以外はすべて22.5.1現在である。
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リウマチニアレルギー対策について

壽
Ｉ
Ｂ
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リウマチ・アレルギー特別対策事業

【概要】

【実施主体】
都道府県

【実施事業】
① 患者等一般向けの講演会等の開催
② 病院や診療所等の医療関係者を対象とした研修の実施
③ リウマチ・アレルギーに関わる医療機関情報の収集と提供

○ 地域における講演会等の開催や医療関係者を対象とした
研修等を実施することにより、広くリウマチ・アレルギーに関

更舟Б旨   子、リウ
マチ・アレルギー対策に必要な

平成22年度より、喘息死に加えて、リウマチ・アレルギー
系疾患についても補助対象とする。

訃
１
８



(改正後全文 )

リウマチ・アレルギー特別対策事業について

平成 18年 6月 13日健発第 0613001号

各都道府県知事宛

厚生労働省健康局長通知

一部改正 平成 20年 3月 31日健発第 0331042号

厚生労働省健康局長通知

最終一部改正 平成 22年 3月 25日 健発 0325第 11号

厚生労働省健康局長通知

別 紙

リウマチ・アレルギー特別対策事業実施要綱

1 目的

本事業は、地域における喘息死を減少させること並びにリウマチ及びアレ

ルギー系疾患の新規患者数を減少させることを目的とする。

2 実施主体

実施主体は、都道府県とする。

3 実施事業

都道府県は、診療所、病院、保健所、関係市町村等の関係者によつて構成

される地域医療連絡協議会を設置し、喘息死の減少を推進するため、かかり

つけ医等を対象とした診療ガイ ドラインの普及、患者カー ド携帯による患者

の自己管理の徹底t地域住民への情報提供や病診連携の構築等を図るととも

に、地域におけるリウマチ ロアレルギー対策を推進するため、リウマチ及び

アレルギー系疾患に関して正しい知識の普及、かかりつけ医等を対象とした

研修会の実施等を図るものとする。ただし、喘息死並びにリウマチ及びアレ

ルギー系疾患のいずれかの事業でも構わないものとする。

なお、既に、地域医療連絡協議会については、既に地域における同様の組

織がある場合は、これを活用して差し支えないものとする。

地域医療連絡協議会は、都道府県の実情を勘案しつつ、以下の事業を行う

ものとする。

① 病院や診療所等の医療関係者を対象とした研修の実施
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(改正後全文 )

② 患者カー ドの配布の促進ならびに患者の自己管理等正しい知識の普及啓

発事業の実施

③ 喘息並びにリウマチ及びアレルギー系疾患診療担当医師 (医療機関)名

簿や医療連携事例集の作成等による医療情報の提供

④ 地域の喘息患者並びにリウマチ及びアレルギー系疾患患者の実態把握を

目的とした分析調査の実施

⑤ 事業実施の評価

4 事業実施上の留意事項

1)都道府県は、地域の実情や患者等の意向等を踏まえ、医師会等の関係団

体、関係学会、関係行政機関等と連携を図りつつ、患者等の利便性を十分

配慮した事業の実施に努めること。

2)事業の実施上知り得た事実、特に個人が特定される情報 (個 人情報)に
ついては、特に慎重に取り扱うとともに、その保護に十分配慮するよう、

関係者に対して指導すること。

3)地域住民及び医療関係者に対し、広報誌等を通じて事業の周知を図るも

のとすること。

5 成果の報告

都道府県は、別に定めるところにより、厚生労働大臣に対し、各事業の実

施成果を報告するものとする。

6 国の補助

国は、都道府県がこの実施要綱に基づいて実施する事業のために支出した     |
経費については、厚生労働大臣が別に定める「感染症予防事業費等国庫負担

(補助)金交付要綱」に基づき、予算の範囲内で補助するものとする。
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平成 22年 度 リウマチ・ ア レルギー相談員養成研修会 実施要綱

1  目  白勺

リウマチ、気管支喘息、ア トピー性皮膚炎 、花粉症 、食物ア レルギー等何 らかの

免疫 ア レル ギー疾患 を有す る患者 は、国民の 30%以 上に も上 り、ます ます増加傾

向にある とされてい る。

また、民間療法 も含 め膨大な情報が氾濫 し、患者に とって正 しい情報 の取捨選択

が困難 な状況 にあること等か ら、都道府県、保健所設置市及び特別区 (以 下 「都道

府県等」とい う。)の 保健関係 、福祉関係等従事者並び に貴管下の医療従事者 を対象

に、 これ ら疾患にっいて必要な知識 を修得 させ、地域住民への正 しい知識の普及啓

発 を行 うた めの相談体制の確保 を図 ることを 目的 とす る。

2 実施主体

厚生労働省健康局疾病対策課 とす る。

|

3 研 修 内容

リウマチ・アレルギー相談員養成研修は、リウマォの部及びアレルギーの部から     |
構 成 され 、 それぞれ別紙 2プ ログ ラムによ り行 う。                 1

4 受講対象者

都道府県等の保健 関係、福祉 関係等従事者並び に貴管下の医療従事者 であつて、

リウマチの部及びア レルギーの部 のいずれか又はすべ てを受講可能な者 とす る。

5 受講の 申込み等

(1)都 道府 県等は、上記受講対象者 としての資格 を満 た してい る者 の中か ら、受講

推薦者 を決定 し、健康局疾病対策課 あて相 談員養成研修会受講 申込書 を送付す る。

(2)健 康局疾病対策課 は、本実施 要綱 に基づ き受講者 を決定 し(各 都道府県等 を通

じて通知す る。

6 実施期 日及び会場

平成 22年 11月 1日 (月 曜 日) ア レル ギー の部

平成 22年 11月 2日 (火曜 日) リウマチの部

航空会館  501+502会 議室

〒105-0004 東京都港区新橋 1-18-1

Te1 03-3501-1272    Fax 03-3591-7789

7 研 修 人 員

130名 程度 とす る。

8 修 了証書

リウマチの部及びア レル ギーの部 を終了 した者 に対 し、それぞれ修了証書 を交付

す る。

9 経費

(1)受 講料 は無料 とす る。

(2)受 講地への旅費、滞在費等は受講者の負担 とす る。
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平成22年度 リウマチ・アレルギー相談員養成研修会プログラム

01日 目 11月 1日 (月 )(アレルギーの部)

9:50-10:00 開会

10:00-11:00 アレルギー総論と成人喘息 秋 山 一 男   緩壇
国立病院機構相模原病

休憩(10分間)

11:10-12:30 小児喘息とアトピー性皮膚炎 赤澤晃   鯰 滅彗睾瘍轟為ろ
ルギー利戻長

休憩(60分間)

13:30～ 14:30 食物アレルギー 今井 孝成   漢鳥爆踊 塵評
機構相模原病

休憩(10分間)

14:40-15:40 花粉症 大久保 公裕  曇
本医科大学耳鼻咽喉科教

休憩(10分間)

15:50´ψ16:20 患者会の立場から 園部まり子  撻7理聾雀野
レルギーを考える

休憩(10分間)

16:30-17:00 自治体からの発表(食物アレル
ギー関係)

池永 泉    覇曇整倶麟
健局健康安全

休憩(10分間)

17:10-17:30 行政より 厚生労働省

17:30～ 閉会

02日 目 11月 2日 (火 )(リ ウマチの部 )

9:50-10:00 開会

10:00-11:00 リウマチ総論 宮坂 信之  琴尋畢駄疑難
学膠原病・リ

休憩(15分間)

11:15～ 12:15 外科の立場から 門野 夕峰   霧膏合言撃
学部附属病院整

休憩(75分間)

13:30-14:30 患者会の立場から 長谷川 三枝子 (社 )リ ウマチ友の会会長

休憩(15分間)

14:45´V15:45 線維筋痛症 西岡 久寿樹  喬嚢
医科大学医学総合研究

休憩(15分間)

16:00-17:00 内科の立場から 竹内 勤    慶應義塾大学医学部教授

休憩(10分間)

17:10～ 17:30 行政より 厚生労働省

17:30- 閉会
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アレルギー相談センターの概要

○ 実施主体

財団法人 日本予防医学協会

ホームページ ( http7/www.immune.ip′ allerⅣノconsultノ index.html )

○ 目的

アレルギー疾患は民間療法を含め膨大な情報が氾濫 し、正しい情報のIIB択

が困難な状況 となっている。 このような状況下で、ア レルギー疾患患者及び

その家族の悩みや不安に的確に対応 し、電話相談などの情報提供を行 うこと

によりその生活の一層の支援を図ることを目的とする。

○ 相談内容

アレルギー専門医、専門医療機関の所在に関して情報の提供を行 う。また、

薬や症状、自己管理 。日常生活の注意′点など、アレルギー性疾患全般 (喘′自、、

アレルギー性鼻炎、ア トピー性皮膚炎、食物アレルギーなど)に関連する事

柄について相談に応じる。

○ 相談方法

電話、 FAX、 E‐mailに よ り相談を受け付ける。

(受付時間/月 曜 日～金曜 日 (祝祭 日を除 く)10:00～ 16:30)

看護師が直接、相談に答える。

(必要に応 じ、専門医によるバックア ップ体制をとつている)

○ 専用電話番号等

TEL 03-3222-3508
FAX 03-3222-3438
E一mail  infO@immune.jp
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慢性腎臓病(CKD)対策について

<危険因子>
・糖尿病
・高血圧
・高齢 等 1期

呻
！
８



慢性腎臓病 (CKD)特別対策事業

【概要】
0地 域における講演会等の開催や医療関係者を対象とした研修等を実施する

ことにより、広くCKDに関する正しい知識の普及、CKD対策に必要な人材の育

成等を図る。
平成23年度より、壊 施主体を都道府県に加え政令指定都市と中核市にも拡充。

ム   
実
彎緊』牌県、政令キ旨定者「市、中核市

劇

【実施事業】
① 患者等一般向けの講演会等の開催

② 病院や診療所等の医療関係者を対象とした研修の実施

③ CKD診療に関わる医療機関情報の収集と提供

【平成22年度実績】予算額 約1,200万円

実施自治体:17自 治体

【平成23年度予算】予算額 約1,000万円

実施自治体 :都道府県、政令指定都市、中核市を含め15自 治体。



慢性腎臓病 (CKD)特 別対策事業実施要綱

1 目的

慢性腎臓病 (CKD)は 、生命や生活の質に重大な影響を与えうる重篤な

疾患であるが、腎機能異常が軽度であれば、適切な治療を行 うことにより進

行を予防することが可能である。

しか し、CKDに 対する社会的な認知度は低く、腎機能異常に気づいてい

ない潜在的なCKD患 者が多数存在すると推測され、医療現場においても見

過ごされがちである。

また、すべてのCKD患 者に腎臓専門医が対応することは困難であり、患

者の多くが受診するかか りつけ医の資質向上やコメディカル等の人材育成が

必要である。

そこで、地域における講演会等の開催や医療関係者を対象とした研修等を

実施することにより、広くCkDに 関する正 しい知識の普及、CKD対 策に

必要な人材の育成等を図ることを目的 とする。

2 実施主体

実施主体は、都道府県とする。

ただ し、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営できると認められる

団体に委託することができるもの とする。

3 実施事業

都道府県は、CKDに 関する正 しい知識の普及、かか りつけ医等を対象と

した研修会の実施等、地域におけるCKD対 策を推進するため、医師会、腎

臓病に関する専門医、関係市区町村や保健所等の関係者によって構成される

連絡協議会を設置するものとする。ただ し、既に地域において同様の組織が

ある場合は、これを活用 して差 し支えない。

連絡協議会は、都道府県の実情 を勘案 しつつ、以下の事業を行 うものとす

る。

① 患者等一般向けの講演会等の開催

② 病院や診療所等の医療関係者を対象とした研修の実施

③ CKD診療に関わる医療機関情報の収集と提供

④ 事業実施の評価
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4 事業実施上の留意事項

(1)都道府県は、地域の実情や患者等の意向等を踏まえ、医師会等の関係

団体、関係学会、関係行政機関等と連携を図 りつつ、患者等の利便性を

十分配慮 した事業の実施に努めること。

(2)事業の実施上知 り得た事実、特に個人が特定される情報 (個人情報 )

については、特に慎重に取 り扱うとともに、その保護に十分配慮するよ

う、関係者に対 して指導すること。

(3)地域住民及び医療関係者に対 し、広報誌等を通 じて事業の周知を図る

ものとすること。

5 成果の報告

都道府県は、別に定めるところによ り、厚生労働大臣に対 し、各事業の実

施成果を報告するものとする。

6 国の補助

国は、都道府県が この実施要綱に基づいて実施する事業のために支出した

経費については、厚生労働大臣が別に定める「感染症予防事業費等国庫負担

(補助)金交付要綱」に基づき、予算の範囲内で補助するものとす る。
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慢性腎臓病 (CKD)シンポジウムの開催について

O CKDに関する正しい知識等を国民に広ぐ睛

報提供することを目指し、関係学会等と連携
して開催。

<平成22年度の予定>
平成23年 3月 10日 (本 )

場所 :東京国際フォーラム



霧22轟 3月電
1■躍10:30 開演11:00

鴬日
"16:00

④

轟国際フォーラム155
我が国における腎疾患患者は年々増加傾向にあり、死因

の第8位を占め、平成20年末には約28万人が透析療法を

受けるなど、国民の健康に重大な影響を及ぼしています。

慢性腎臓病 (⊂KD)は、発症・進展に生活習慣が関わつて

おり、生活習慣の改善や薬物療法等によつて進行予防が

可能な疾患になつてきているにもかかわらず、その重要

性が必ずしも十分に理解されていない状況にあります。
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腱開会撲拶

■我が国のCKD対策
厚生労働省鰹康局疾病対策課

=新しい国民慮 慢性腎臓病 (CKD)!
我が国のCKD対策のあゆみと今後の展望

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
脅・免籐 内分泌lL」内科学教授        横雲予博史

日腎臓病予防のための食生活について
社口法人日本栄養士会

全国病鵬睡仕鶴 会常任幹事         石り11祐一

日患者の視点から
社団法人全国椰縮協榛会会長         宮本高宏

屁目日目西司日置 関係団体等がCKDを紹介します。

露定特定非雪利活動法人腎臓病早期猥選発見推進機構 (!κ EA')による

晴 臓検診クリニツク」臨時間設予定!(尿・血液検査 なD
お気軽にお立ち寄りください。く診療無料>

■地方自治体における

CKD対策の取り組みについて
愛知軸 福裾腱田嚇憲 課動職    稲葉明穂

熊本市螂鮎翻臓 群諦 議員       山 内 信 吾

■CKDを克服するに,す ?

腎臓に優しい生活と治療について学ぼう!

福島県立医科大学医学部腎最高血圧・

籠願 内分泌内科学講座教授          渡辺  毅

薇腎移植医療について
頭邦大学医学調 識牲

=主
任教授       相,|1 厚

目CKDに対する公衆衛生活動
認定特定非営乗i活動法人

腎震病早期発財離 機構 lKEA‐

"理
事長    高橋  進

菫総合シンポジウム
(上記の者によるパネルディスカッション)

●閉会挨拶



慢性疼痛対策について

○ 平成21年度より「慢性の痛みに関する検討会」を開催し、

「慢性の痛み」に関して必要とされる対策の具体的な検討を行い、

平成22年 9月 に検討会からの提言を発出した。

ム  ○ 本提言で指摘された、今後必要とされる対策の4つの柱

①医療体制の構築

②教育、普及・啓発

③情報提供、相談体制

④調査・研究



○慢性の痛み対策について (概要)

『今後の慢性の痛み対策について (提言)』 より抜粋

1.慢量の痛みに関する現状

:痛みは主観的な体験の表現であるために、客観的な評価が困難であり、標準的な評価法

や診断法が未確立であるうえ、診療体制も十分整っていない。

・慢性の痛みは患者の生活の質を著しく低下させ、就労困難を招く等、社会的損失が大き

いとされる。

口受療頻度の高い上位5疾病に腰痛症、肩こり症が含まれ、頻度の高い自覚症状の上位に

は、各部位の痛みが多い (平成19年国民生活基礎調査より)。

2.慢性の痛みの医療を取 り巻 く課題

(1)痛みを対象とした医療体制

口治療に抵抗性をしめす慢性の痛みの診療に対 して、必ず しも適切な治療が選択され

ているとは言い難い。

・痛みを専門とする診療体制や、そのために必要な制度、人材育成・教育体制も十分

に整備されていない。

(2)痛みに関する正 しい情報の提供

口慢性の痛みに関する診断、治療法等の情報が科学的根拠に基いて整理 されていない。

・専門医師、一般医師、医療従事者、患者において、痛みやその診療に対する共通 し

た認識がもたれていない。

(3)難治性の痛みへの対策

・難治性の痛みには、様々な疾患による痛みが存在するが、病態が十分に解明されて

いないために、診断や治療が困難である。

(4)臨床現場における問題点の解消

・諸外国において有効性が確立されているが、国内では適応がないために保険適用さ

れていない薬剤が多いとの指摘がある。

・有効性が乏 しいとされる従来通 りの鎮痛薬投与などによる治療が、今でも実施され

ているとの報告がある。
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3.今後、必要 とされる対策

(1)医療体制の構築

・ガイ ドラインの作成等による、一般曜や専門医の痛みに対する診療 レベルの向上。

口関係する診療各科、各職種が連携 して治療に当たるチーム医療の形成。

口医療従事者の役割分担や連携方法の明確化 と育成。

(2)教育、普及・啓発

・医療者の育成 (医師、看護師、介護士等 )。

・患者の慢性の痛みの受容。

・患者の周 りにいる一般の国民への啓発。

(3)情報提供、相談体制

・痛みに関する情報を科学的根拠に基いて整理 し、最新の正確な情報を発信。

口社会全体で痛みに向き合うような働 きかけ。

(4)調査 口研究

・慢性の痛みの頻度、その種類、現行の対応、治療の有効性等の現状把握。

`痛みの評価法やチーム医療を行 ううえで有用となる手法の開発。

・難治性の痛みの病態解明・診断方法の開発。

・新規治療薬や治療法の開発。

・治療ガイ ドライン等の策定、教育資材の開発。
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